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凡例 

１．本稿ではヘーゲルの引用は（23/45）と記す。引用は存在論の初版からであり、次の数字「23」は

アカデミー版ヘーゲル全集（GW）第 11 巻の頁付け、「/45」の部分は、その原著に対応する寺沢恒信訳

の初版存在論の訳（『大論理学１』、以文社、1977 年）の頁付けである。第二版と比較して特に初版から

の引用として示す場合には（1:23/45）というように頁数の前に「1:」と記す。第二版の存在論からの引用

を示す場合には（2:67/89）といったように記す。「2:」は存在論の第二版を表し、「67」は同じく GW 第

21 巻の頁付け、「/89」はそれに対応する武市建人訳の存在論（『大論理学 上巻の二』、岩波書店、「ヘー

ゲル全集６b」、1960 年）の頁付けを表す。ただし（1:51/103-104[2:86/103]）と二版の引用頁付けに[ ]

がついている場合は、二版での対応箇所がかなり書き換えられていて、同一趣旨になっていないような

ときである。ただし、すべての訳文は筆者が訳しており、翻訳はそれに対応する部分の頁づけである。 

２．引用文の前につけられた〔 〕内の数字は、テキストのそのつどの小タイトルに入ってからの段落

番号を表す。引用文中の〔 〕内の文は、筆者による補いである。  

３．太字はヘーゲルのテキストからの引用を表す。引用文中の①②の番号は筆者による付け加えであ

り、原文のピリオドごとの文章の順番を表す。／は改行されていることを表す。  

４．第二版の当該箇所の段落番号を記す場合には【 】内で記す。また、初版からの引用文中の【 】

の中の文は第二版でのヘーゲルによる加筆部分を示す。 

 5．現在久保陽一氏の監修で初版の存在論の翻訳を進めており、筆者も訳者の一人であるが、刊行時期

は未定なのでそれまでは寺沢訳の頁付を示すことに代わりはない。しかし今回、飯泉佑介氏には原著

S.131-178（「第二章「定量」の B と C）、岡崎秀二郎氏には S.179-188（第三章「量的相関」）の訳稿を、

さらに久保陽一氏からは、初版存在論全体の「集約版」（試訳）を提供していただき、参照することがで

きた。諸氏に深く感謝する次第である。ただし、本稿の訳文は筆者によるこれまでの訳文と整合させる

ために、筆者の責任で作っている。 
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 第二編 大きさ（量） 

（初版） 

第５注釈 

 

はじめに――量論の重要性と独特の困難さ 

 本稿では『大論理学』・「存在論」（初版）の「第２編 大きさ（量）」のテキストに注釈

を加える。前段階の「対自存在」は「無限性」（否定の否定という媒介による自立的な存在）

を体現する存在であり、最高の質であった。質が完成されると、存在の諸規定は「量」の

規定に移行する。量とは単純に質を捨象した後に残る抽象的な領域ではなく、質の諸規定

を前提とした主体的なものの存在様式を表現しているものとして位置づけられる。 

私たちが多様な質をもつ存在世界のなかに等質性を発見し、質的同一性のもとに世界を

見るとき、世界を量的に捉える思考の振る舞いが成立する。これが人類の認識にとってど

れだけ大きな前進を保証するものだったかはいまさら言うまでもない。そしてヘーゲルに

とって量の領域に限定された思考とは歴史的には「数学」として展開されてきたので、結

果的に彼の量論は数学論に関わって論じられるようになっている。数学が今日の科学に占

めている位置を考えれば、そして現代の数学基礎論において「数学＝量の科学」という見

方を拒絶する一潮流があることを考えれば、ヘーゲルが量論においてどのように数学に関

わるカテゴリーを位置づけているかはたしかに興味をそそられる点である。 

それにもかかわらずこれまでに量論全体の研究が（特に日本においては）他の部分に比

して扱いが少ないのはそれが独自の難しさをもっているためである。ヘーゲル論理学を理

解する背景的知識として必要なのは第一に哲学史的知識であるが、それを得るのは――ヘ

ーゲル自身の哲学史の講義録も残っているのであるから――そう難しい事ではない。しか

し量論に必要なのはそれ以上に数学史の知識である。そのうえ西暦 1700 年の頃、18 世紀

は古代ギリシャ以来ともいうべき西洋数学の爆発的発展の出発点となった時期であり、ヘ

ーゲルが特別の注意を払っている微分方程式もこの時代に論争の中心にあった。そして現

在にいたるまで西洋数学はその発展を止めることはなかったが、ヘーゲルは 19 世紀初頭、

1812 年に量論を含むこの書を出版しているので、必要なのはその時点での数学史的知識で

ある。この近代数学が階段を駆け上がっていく時期の一点、そのような知の流動的な時代

のただ中に書かれたこの量論が、数学知を離れて論理学としての普遍性をどれだけ獲得し

えているのだろうか。それは数学的知の核心をつかみ、その後の数学知の発展に左右され

ないほどの普遍性をそなえた論理となりえているのだろうか。それとも歴史的一時期の中

途半端な知識に依拠したそれこそ歴史的な意味しか持たない論理なのだろうか。そのよう

な評価を確定することは注釈である本稿には至りえない高みであろうが、筆者も背景にあ

るこの普遍的な問題を絶えず意識はしているが、同時にそのような問題意識は必ずしも量

論を理解するには有効ではないと考えており、その視点から注釈を加えることにする。 

 

量論のカテゴリーの概観 
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「量（大きさ）」において展開されるカテゴリーを確認しておくと、以下の通りである。

「大きさ」の原語は die Größe、「量」は die Quantität であるが、その用語の違いは中で明ら

かにする。ちなみに、「注釈」（Anmerkung）を除いて、第二版との目次上の違いはわずか

で、下に [ ] および〔 〕内にいれた言葉が二版で付け加わっているだけである。（二版で

定冠詞が付けられた場合、後に続く形容詞は小文字になっている）。 

 

第二編 大きさ（量） [DIE] GRÖSSE (Quantität) 

第１章 量 Die Quantität 

   A．純粋量 Die reine Quantität 

   B．連続的な大きさと分離的な大きさ Continuirliche und discrete Größe 

   C．量の限定 Begrenzung der Quantität 

第２章 定量  Quantum 

   A．数 Die Zahl 

   B．外延的定量と内包的定量 Extensives und intensives Quantum 

    1．両者の区別 Unterschied derselben 

    2. 外延的な大きさと内包的な大きさとの同一性 Identität der extensiven und  

intensiven Größe 

    3．定量の変化 [Die] Veränderung des Quantums 

   C．量的無限性 [Die] Quantitative Unendlichkeit 

    1．それの概念 Begriff derselben 

    2．〔量的〕無限進行 Der [quantitative] unendliche Progreß 

    3．定量の無限性 [Die] Unendlichkeit des Quantums 

第３章 量的相関〔比〕 Das quantitative Verhältniß 

   A．直接の相関〔正比例〕Das directe Verhältniß 

   B．反対の相関〔反比例〕Das umgekehrte Verhältniß 

   C．累乗の相関 〔冪比例〕Potenzenverhältniß 

 

 

序：量の一般的規定 

 

では、量論全体の前書きの検討から入ろう。 

 

量の一般的規定〔1〕～〔3〕 

量についての最初の大まかな規定は、冒頭〔1〕～〔3〕で与えられている。最初にヘー

ゲルは質と量との区別についてこう言っている。「〔1〕②質は最初の直接的な規定態であ

るが、量は存在に無関心になった規定態、限界であるのと同じくいかなる限界でもないよ

うな限界である。」（109/195）この引用文は「存在」の意味が分からなければ分からないが、

それは〔2〕で与えられている。――「〔2〕存在というのは、自己との単一な同等性を自

分の他在のなかで、そして自分の他在を揚棄することを通じてのみもつという規定をそな

えている。」（同）つまりここでは「存在」とは単なる直接態ではなく、他者の否定を媒介
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として成立する自己同一性のこと、すなわち「～ではない或るもの」という意味での直接
、、

的な
、、

あるいは質的な
、、、

規定態のことを指している。したがって最初の引用文（〔1〕②）で言

われているのは、量というのは他のものと質的に区別される限界をもたないものだという

ことだけである。池と海とは質的に区別されるが、深さ 1ｍの池と 3ｍの池とはどちらも池

という規定態として区別されない。それが変化しても
、、、、、、、、

質
、
のレベルでの
、、、、、、

変化を生じさせない
、、、、、、、、、

ような規定態
、、、、、、

、そのようなもの量だ、とまずヘーゲルは定義している。 

そこで〔3〕では量論における「規定態」は以下のように述べられている。 

 

「〔3〕①だから他在と〔一体である〕規定態は、それがこの〔量〕という領域でふたた

び現れでる限り、もはや直接的な、持続する規定態としてではなくて、揚棄された規定態、

〔すなわち〕自己自身への単一な関係のうちにある或るものではなくて、むしろ自己にと

って端的に外的なものとしてある」（同）。 

 

この文の主語は Das Andersseyn und die Bestimmtheit（他在と規定態）となっているが、

その主語を受ける代名詞は女性単数 sie であり、すべての動詞は単数形であるから、「規定

態」が単独で主語になっていると考えていい。「他在」というのは、規定態は常に他在によ

って規定されており、規定態自体が他在となって他の規定態を規定するのであるから、規

定態の言い換えもしくはその契機と捉えるべきだろう。そこでこの二語は一語として「他

在と一体である規定態」と訳しておく。そういう意味をもつ規定態が量の領域で現れる場

合、それは質的規定態のように他の質的な存在によって規定された限界をもつもの、つま

り他者の否定を介して単一な自己関係を回復したものではない。そのような量の規定態は

規定態と
、、、、

しての自己同一性をもたない
、、、、、、、、、、、、、

もの
、、

なのであるから、本来「規定態」と呼ばれるべ

きものではない。しかしそのようなものこそが量の領域における規定態なのであり、それ

が「自己にとって端的に外的なもの」としての規定態ということの意味である。つまり規

定態でありながら他のものによって規定されていないような規定態、自分は「まさにこれ

だ」という本来の規定をそなえていない規定態という意味である。量の規定態が「自己に

とって外的」とか「自己に対して外面的」とはこれから繰り返し使われる表現であるが、

こうした表現はすべて〔3〕②「他者への関係としての存在ではなく、或る他者の非存在

としての存在ではない」（同）、すなわち他者との質的な対立を否定して自己還帰した別の

質的な直接態ではないという意味で使われる。例えば、「私は大人だ」という発言は「子ど

もではない」ということを含意しており、大人と子供とは質的に区別されている。これに

対して「私は身長 170cm だ」と言う場合、170cm という規定態は私を他の誰かと対比して

質的に規定するものではないし、また私が 170cm という限界を超えて 175cm になっても、

私が私である限界を超えて私でない別の規定態になるわけではない。またそれは大人と子

供を質的に区別する規定態でもない。そういう主語の質的なあり方に無関心であるような

規定態、私を規定しない規定態（「揚棄された規定態」）あるいは私の質的限界でないよう

な限界が量的な規定態なのである。ヘーゲルはこれを、量としての規定態とは「〔3〕④単

に揚棄され、外的で、自己の内になく、他のもののうちにあるにすぎない規定態」（同）
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だとまとめている1。 

さらに量は「〔3〕②無限に自己に還帰した規定態」だという表現も出てくる。質的な真

無限の場合には「無限な」という形容詞は他者を自分のなかの契機として取り込んで自立

した統体性を特徴づけるものであるが、ここで「無限な」とはそういう意味ではなく、ど

れだけ限界を超えて他者へと移行しても、どれだけ増減しても同じ規定態に留まるという

こと、すなわち「無限進行」のことを指している。例えば川幅が 1m しかなくても大地を

流れていれば川は川であり、大雨が降って川幅が 5m、6m…10m とどんどん拡大しても、

それは海という他者に成るわけではなく、どこまでいっても川のままである。要するに量

的な規定態とは 自己を規定する質的な限界あるいは他者を持たず、どこまでも自己のう

ちにとどまるしかないような規定態なのである。 

 ここに付けられた「注解」の〔2〕でヘーゲル自身が挙げている非常に分かりやすい例で

言えば、田畑が牧場や森に変化し、赤が青や紫に変化するときには、質的限界が越えられ

ているのであるが、これに対して田畑は大きくても小さくても田畑であり、赤は濃くても

薄くても赤のままである（〔2〕①②）。量の領域において規定態は自分のいまの限界を超え

てもそれは質的な限界を越え出たわけではないし、そもそも量的規定態は自分を規定する

質的な他者がないのだから、規定されていない規定態（＝「揚棄された規定態」）なのであ

る。ここでヘーゲルは「〔2〕④大きさの真の規定された概念は…自分
、、

もっている
、、、、、

規定態
、、、

に
、

対
、
して無関心的である
、、、、、、、、、

ところの存続するものが根底にあるということ」（110/197）であり、

どんな例を挙げても当てはまると言っている。量は変化してもそれは田畑であるとか赤で

あるとかいう、根底にある自分の質的な規定態に対しては影響を与えない。それが田畑と

か赤とかの規定態に対して量が無関心だということである。 

同じく「注解」では一般的な「大きさ」の定義として、「増えたり減ったりするもの」（同）

を挙げている。ヘーゲルによればこの定義は「大きさとは、それの大きさが変化するもの

だ」と言っているだけで定義されるべきものが定義のうちで使われているから不適切な定

義ではあるが、この定義も量の無関心性という契機を表現している点で、無視してはなら

ないとも述べている。 

  

量の区分〔4〕～〔8〕 

続く〔4〕から〔8〕では量の全体的区分が示される。 

A．純粋量：第一にくるのは「無限の統一」（109/196）あるいは「自己へと還帰した実

在的な対自存在」（同）としての量である。対自存在論で説かれたように、数多の一を否

定して自己還帰した一は、無限性として統一という資格を獲得した「実在的一」であった。

この一の外にはそれを制限するいかなる他者もないから、それは質的な区別を持たない純

粋な統一である。したがって大きさの最初のカテゴリーは「純粋量」である。〔5〕 

B．定量：純粋量が規定されると定量となる。規定されると言っても、量の規定態は質

的には規定されない。気温が 10 度から 11 度になれば「10 度」という規定態の限界は越え

られているが、11 度になったからといって、気温が質的に違うものになるわけではない。

定量は「自己を超え出ていって自己自身を否定する規定態」（同）、つまり増えたり減った

 
1 二版ではこのあり方を「【2】…そのような限界、自分自身のもとでの限界の無関心さと、この限界に

対する或るものの無関心さとが或るものの量的な
、、、

規定態をなしている」（2:173/1）と簡潔に述べている。 
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りして自分のその都度の規定態を超え出ていくものであるが、どれだけ自己否定を重ねて

も、10 度が 15 度になっても 30 度になっても気温は気温である。だからヘーゲルは、定量

は「他在の他在として無限になる」（同）と言うのであるが、この無限というのは無限進

行のことを指している。しかし無限進行は真無限へと移行する。そして量的無限進行のな

かに真無限を見出すことによって、ヘーゲルは量に質的性格を回復させようとする。〔6〕 

C．量的相関（比）：定量の領域内で質的規定態が回復されたときに成立するカテゴリー

にヘーゲルは「量的相関（比）」をあてている。「質的な形態の内にある定量は量的な相関
、、

である」（同）。相関 Verhältniß という言葉は単なる関係 Beziehung とは違って、特定の相手

に関わるという意味をもつ。だから数学においては 1：2 というような「比」のことを

Verhältniß と言う。比としての定量は、「自己を超え出て他在となるが、したがって同時に

自己へと還帰し、自分の他在のなかに自己関係が現存しているというように超え出る」

（109-110/196）。つまりヘーゲルは増減して自分の規定態を超え出て他の定量となってい

く定量のなかに無限進行から自己に還帰した定量を見出す。それが量的相関あるいは比で

ある。1：2 の関係は 2：4 あるいは 50：100 のようにその定量を変えても比としては同じ

である。それをヘーゲルは定量のなかに姿を現した真無限であり、量的ではない規定態と

しての質の回復だと位置づけるのである。〔7〕 

だが量的相関（比）にはまだどこまでも増減するという定量への無関心性が残っている。

つまり 1：2 は 2：4 でも 50：100 でも表現できてしまう。だからヘーゲルによれば量的相

関は「質と量との形式的な統一にすぎない」（110/196）のであり、真の意味での質と量と

の統一は「度量」であるとされて、「大きさ」（量）の編が閉じられる。 

 

 

第１章 量 

 GRÖSSE (Quantität) 

 

 

A 純粋量 Die reine Quantität 

 

 量の分析は当然まだ規定されていない「純粋な量」という最も抽象的な概念から始まる

が、ヘーゲルはそのなかに含まれる二つの契機をまず導出する。それが 1．連続性 Continuität

と 2．分離性 Discretion（「離散性」、「非連続性」とも訳される）であり、最後に彼は 3．両

カテゴリーの統一としての量を捉えて定量へと導いていく。連続性と分離性というカテゴ

リーは、例えば「アナログとデジタル」というように、現在の私たちの日常生活において

も多用されるものであるから、それらを量のもっとも基礎的な契機とし、かつそれらの統

一を最初の課題として設定するのは異論のないところであろう2。 

 
2 ヘーゲル死後 100 年以上たった 1937 に出版された（いまでもよく読まれている）E.T.ベルの数学者列

伝には「今日の数学の主要な任務は、連続〔性〕と離散〔＝分離性〕を調和させ、一つの包括的な数学
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1．連続性〔1〕・〔2〕 

 最初のカテゴリーに位置づけられるのは「連続性」である。 

 「1」とナンバーが打たれている〔1〕の冒頭での規定では、「大きさ」とは「揚棄され

た対自存在」（111/199）である。無限性として完成された対自存在の内的構造は内容的に

は「一と多との統一」、形式的には「反発と牽引との統一」であった。いまやこの内的構造

そのものが消失し（揚棄されて）ひとつの直接態となり、別のカテゴリーへと移行する。 

 

 「〔1〕③牽引
、、

と反発
、、

は統一のうちで揚棄されている。言いかえれば契機
、、

に落とされてい
、、、、、、

る
、
。④一は牽引によって自己自身へと関係して〔自立した一に成って〕おり、また同時に

反発によって他者としての自己〔他の一〕へと関係している。⑤互いに反発しあうもろも

ろの一と〔反発すると同時に〕同じくらい合体してもいるこうした一としての一は、それ

によっていわば幅を獲得し、自己を拡張して統一となっている。⑥反発する一の絶対的な

かたくなさはこの統一のなかで溶けてしまっているが、しかしこの統一はこの一を含むも

のであるから、内在している反発によって同時に規定されていて、こうして自己外存在の
、、、、、、

統一
、、

として自己自身との統一
、、、、、、、、

である。⑦牽引はこのようにして大きさにおける連続性の契

機になっている。」（111/199） 

 

 対自存在の契機であった牽引と反発はいまや「大きさ」（量）という新しい統一のなかの

契機となっている。その結果、大きさのなかでは一は牽引という契機によって自己関係す

る自立態であるが、反発の契機によって他の一を自己から排除し、他者としてのそれに関

係している。しかしどの一もすべてまったく同一の一なのであるから、他の一と関係する

と言ってもそれは一が一と関係すること、例えば――まだ出て来ていない「数」を使うこ

とを許してもらえば――1 が他の 1 と関係して 2 という統一になることでしかない。しか

し 2 は一方ではひとまとまりの数（いわば一つの
、、、

2）と考えられるとしても、他方では 1

が 2 つ集まったものという意味は失っていない。そこでヘーゲルはこうした数多の一の統

一がいまや「幅」を獲得したと言っている。一は他の一と関係しても自己に関わるのだか

ら結局自己関係にとどまり、さらにまた別の一と関係しても同じであって、どこまで行っ

ても自己関係する。1 も 2 もそれぞれ一として自己関係して自立しているものだと規定さ

れている。そうしたバラバラなあり方をヘーゲルは「自己外存在」と呼ぶが、この自己外

存在が統一されるということは、結局一が他の一と切れ目なく関係しながらも「自己自身

との統一」を形成することである。こうした統一の作用は対自存在においては牽引が受け

持っていたが、いまやこの牽引の契機には「連続性」という名が与えられる。どこまで行

っても一は一に出会い、他者どうしでありながらすぐに区別を失って互いに合致して自己

関係となってしまうから、一つの統一は破られないわけである。1 は 2 になろうが 10 にな

ろうが、いつでも一つの統一体である。 

 〔2〕ではこの連続性の性格がまとめられている。 

 
にまとめ、両方から不分明なものをとりのぞくことである」とあるし（E.T.ベル、邦訳 2003、49 頁）そ

れから 80 年以上たった現在でも多くの数学書の書き出しにはこの問題が当然の前提とされている。 
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 「〔2〕①したがって連続性
、、、

とは、どのような限界や排除によっても中断されることはな

い自己自身に等しい単一な自己関係であるが、しかし直接的な統一ではなくて、対自存在

的なもろもろの一の統一なのである」（111/199-200）。――或る一に対して他の一は限界で

はなく、一どうしは排除しあうこともなく、どこまで行っても一どうしは合体し量の世界

が貫徹する。数 10 になり 11 になるが、中断されることなく連続する。 

 「〔2〕②だからその〔連続性の〕うちには数多性
、、、

という相互外在
、、、、

が含まれているが、し

かし同時に区別されも中断されもしない数多性として含まれている。③数多性は連続性に

おいてそれがそれ自体としてある姿で措定されている。すなわち多くのものは他者がある

ところのものと一つであり、各々が他者に等しい。したがって数多性は単一で区別を欠い

た相等性である」（111/200）。――量という統一のなかには対自存在の契機であったバラバ

ラ（相互外在）の一（10 とか 11 とか）という数多性が含まれているが、バラバラであっ

ても、すべての一は一として区別されないから、どこまで行っても連続している。ヘーゲ

ルによればこうした中断されることのない連続性こそ数多性が本来あるべきあり方だと言

っている。この意味で数多性はそれ自体が区別をもたないひとつの統体なのである。 

まとめると、「連続性とは、相互外在的存在の自己相等性
、、、、、

というこうした契機である」

（同）。――バラバラな一が中断されないひとつの統一を作っている、これが純粋量におけ

る連続性の契機である。 

 

2．分離性 

 大きさあるいは純粋量の第二の契機は「分離性」3であるが、すでに連続性を規定する際

に、分離性の契機は現れていた。そこでヘーゲルは「2」と番号を付けた段落ですぐにこう

言っている。「〔3〕①2．したがって大きさは連続性のなかに直接に分離
、、

性
、
という契機をも

っている」（111/200）。連続性は多くの一が集まってできている統一（「〔3〕②数多の自己

相等性」、同）である。しかしそのなかですべての一が区別を失って一個の全体のなかに

溶解してしまうわけではなく、その中においてそれぞれの一は一であり続ける。だから彼

は続けてこう述べる。 

 

「〔3〕③それゆえ、分離性はそれ自身、〔諸々の一が〕合流するところの分離性である。

分離している諸々の一は空虚や否定的なものを自分たちの関係としてもっているわけで

はなく、連続性 Stätigkeit4すなわち数多のものにおける自己自身との相等性を中断しない。

④だから反発することが行う区別はただ区別の可能性としてのみ現存する」（111-112/200）。 

 

各々の一が連続性のなかにあっても、連続するためにはそれぞれの一は同時に自立して

離れていなければならない。すべての一がひとつの全体に溶解しているならば、そこに連

続性はない。連続するための前提が分離である。しかし分離しっぱなしでは連続しないの

 
3 名詞の Discretion は現代ドイツ語（Diskretion）ではでは秘密を守ること、慎重さ、気配りいった意

味で使われる。英語 discretion でも裁量、分別、慎重さと言う意味である。これはもともとはラテン語

の discretio（区別する）に由来する。だが形容詞の discrete（英）discret（独）となると現代でも不連

続、分離的といった専門用語となる。 

4 現代ドイツ語で Stetigkeit とつづれば、Kontinuität と同義である。 
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で、純粋量の契機としての分離性は、各々の分離している一が絶えず連続し、ひとつ合わ

さることを前提としている。分離しているからこそ連続することが可能なのである。質的

に区別されるものは現実に区別されるが、質的に区別されない一には互いに現実的な区別

はない。その代わりに一として無限に分割していくことはできる。つまり連続性は同時に

常に分離的なものへ分割される可能性をもっているわけであるが、しかしヘーゲルが言お

うとしているのは、分離性は常に連続性と統一されているのだから、無限分割はあくまで

も可能性
、、、

としてあって、現実に無限に分割できるわけではないということである。無限分

割が現実的に存在するものだと考えるから、古代ギリシャにおいてエレアのゼノンが立て

たようなパラドクスを承認するしかなくなる。ヘーゲルはアリストテレスに倣って、これ

をゼノンのパラドクスに反駁する論拠としている。 

 

3．連続性と分離性との統一としての量〔4〕 

こうして純粋な量は連続性と分離性という二契機の統一として規定できるが、〔4〕でヘ

ーゲルは改めて量をそう定義している。 

 

「〔4〕3．大きさは、連続性と分離性というこれら二契機の統一としては量
、
と呼ぶこと

ができる。〔なぜなら〕大きさ
、、、

という表現をする場合には、それ〔両契機の統一〕の直接

的なもの、つまり限界づけられた大きさ、すなわち定量のことを表象〔の立場に留まる人〕

はまず思い浮かべるが、これに対して量
、
はむしろそれ〔その統一〕が反省されたもの、す

なわち概念のことを思いださせてくれる〔からである〕。」（112/200） 

 

ここでヘーゲルは「大きさ」die Größe という言葉に変えて、「量」Quantität というカテ

ゴリーを正式に導入する。その理由として彼は「大きさ」という日常的な言葉を使うと人

はどうしても限られた量である「定量」のことをイメージしてしまうが、「量」というラテ

ン語由来の固い表現ならば、連続性と分離性の両契機の統一として反省されたもの、すな

わち大きさの概念を表すことができるというのである。定量 Quantum と区別される「量」

というより一般的なカテゴリーとして Quantität というカテゴリーを導入したことは質と

対置される存在領域全体の概念を明確にするのに大いに役立っている5。 

ちなみに「注解 1」の〔2〕においてもヘーゲルは「表象」Vorstellung（イメージ）の立

場の限界を指摘している。表象の立場では原子論と同様に連続性が互いに排除しあう一の

 
5 「大きさ」と「量」というカテゴリーの使い分けについては、寺沢氏は訳書『大論理学１』の付論六

（578-585）で行きとどいた考察をしている。「大きさ」と「量」との使い分けの基準は、初版では上の

引用で示されている。すなわち、①「連続性と分離性との統一」まで規定が進んだときの「大きさ」を

「量」と言いかえ、②「大きさ」だと「定量」のことだと誤解されやすいので、「量」というカテゴリー

を使う、というこの二点であった。二版では「第二編 大きさ（量）」の前書き部分の「注釈」の第二段

落【2】なかに大きさと量との違いの説明が出てくる。そこではこう言われている。「【2】『大きさ』とい

う表現のもとで理解されているのは、…『定量』であって、量ではない。そのために本質的に外国語由

来のこの名称が用いられなければならない」（2:174/3）。ここでは初版における①への言及がなくなって

おり、②のみが使い分けの理由とされている。そしてヘーゲルは二版でしばしば①の基準を前提としな

ければ分からないところでも、「大きさ」という表現を残しているため、どう使い分けているのか分から

なくなってしまった感がある。例えば B のタイトルは二版では「連続量と分離量」とすべきであったの

に、「連続的な大きさと分離的な大きさ」のままになっている。寺沢氏はこのように分析し、この使い分

けに関する限り二版は改悪されていると結論づけているが、筆者もこれに同意する。 
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「外的な相互関係」だと理解されてそれの概念を捉えることは難しいと彼は述べ、「〔2〕

②一はそれ自体としてそれだけで牽引へ、それの観念性へと移行するのであって、それゆ

えに連続性は一にとって外的ではなく、一自身に属し、一の本質のうちに根拠づけられて

いる」（112/201）と連続性と分離性とは同一なのだと釘を刺している。 

  

対自存在の真理としての量〔5〕 

 そして〔5〕でヘーゲルは「〔5〕①したがって量は真の姿においてある対自存在である」

（112/200）と言い、こうした量のあり方が対自存在の発展形であることを確認している。

対自存在は質的な無限進行のなかに貫徹する同一性すなわち真無限を体現する存在である。

しかし対自存在は或るものに対して無限に対立し続ける他者の自立性を否定して自己関係

を形成する働きをカテゴリー化したものであるから、同時にたえず他者の存在を前提する

働きを含んでおり、自己還帰しながらも絶えず自己の自立性を否定（揚棄）する存在でも

ある。この意味でヘーゲルはここでは対自存在のことを「〔5〕②自己を揚棄しながら自己

自身へと関係する働き、途切れることのなく自己の外へ出る〔他者と関係する〕働き」（同）

だと言っている。そしてこの自己を揚棄し「自己の外に出る」ことによって他者を前提す

る働きが「反発」あるいは「突き放し」であるが、「〔5〕④しかし突き放されたものはそ

れ〔対自存在〕そのものである。だから反発は対自存在自身が〔自己を〕産出しながら先

へと流れていく働きである」（112/200-201）。反発によって生み出される他者というのは、

どれもが対自存在するものとしての「一者」である。多くの一者がどこまでも産み出され

続ける。だからヘーゲルはこう続ける。 

 

 「〔5〕④突き放されたものが同じものであるために、この分離させる働きは中断される

ことのない連続性である。そして自己の外へ出る〔自己を忘れる〕働きのために、中断さ

れることのないこの連続性は同時に数多性であるが、この数多性は同じくらい直接的に自

己自身との自分の相等性のうちにとどまっているのである。」（112/201） 

 

 突き放されて措定される他者はどれも同じ対自存在する一者であり、この一者はそれぞ

れが自立した存在なのであるが、どの一者も同じ一者であるために、ただちに区別を失い

連続する。だが逆にすべての一者はそのように連続していながら、それぞれ自分が一つの

自立した統一であることも維持しつづける。「一」Eins というのはこうした対自存在にお

ける「一者」das Eine から、それがまだもっていた実体性がさらに捨象された時に成立す

るカテゴリーである。対自存在のこのあり方はいまや純粋に諸々の一の連続性と分離性と

の統一として表わすことができるようになったため、ヘーゲルは対自存在の真理が「純粋

量」であると言うのである6。 

 
6 この〔4〕と〔5〕は二版では一つにまとめられているが、その際〔4〕からは量が「連続性と分離性と

いう二契機の統一」であるという叙述だけが取り出されて、〔5〕と組み合わされている。削除された〔4〕

のその他の分（「大きさ」が定量を思い出させるという指摘）は前書き部分に移され（本稿注 5 を参照）、

あらたに量が連続性と分離性との統一であるのは、「【4】①さしあたりそのうちの一方の形式
、、

、すなわち

連続性
、、、

においてである」（2:177/6）という内容の文章が付け加えられている。理由は、量とは対自存在

の弁証法が終結し、直接態になっているからである。ここでは量が両契機の統一だといっても、それは

まだ未展開なので、さしあたっては同一性の側面、この場合は連続性の側面において現われてくるとい

うことを改めて強調しているだけで、二版で「量一般」の概念が変わっているわけではない。 
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補論 1：「無限分割」の可能性と哲学史上の議論――「注解１」の議論から 

「注釈 1」では、この連続性の分離性との統一の論理が分かりやすく書かれている、それを引い

ておこう。 

 

「〔1〕①純粋量はまだいかなる限界ももっていない。言いかえれば、まだ定量ではない。――

純粋量が定量になるとしても、それは限界によって制限されていない。というのも、それ〔純粋量

であれ定量であれそもそも量というもの〕は、限界によって制限されていないという点、対自存在

を揚棄されたものとして自己のうちにもつという点にこそ成り立つものであるからである。②それ

〔量〕が揚棄された分離性であるということは、次のようにも言いあらわすことができる。すなわ

ち、量は自分のなかのいたるところでまさしく一の実在的な可能性
、、、、、、、

であるが、しかし逆に、一はま

たひたすら連続的なものとしてだけある。」（112/201） 

 

ヘーゲルによれば、どんな限界によっても制限されることがないということにこそ量の本質があ

る。対自存在あるいは一は量においてはその自立性を否定されて契機に落とされている。量は連続

的である。その連続性を分割しようと思えば、たしかにどこまでも分割することは可能だと考える

ことはできる。そこでヘーゲルはそれを「実在的な可能性」だと言っている。しかしどれだけ分割

しても現実に存在する量はあくまでも切れ目なく存在している全体なのである。この意味で量にお

ける対自存在あるいは一の存在、言いかえれば分離性の契機は実は可能性としてあり、それ故にこ

の引用では量は「揚棄された分離性」だと言われているわけである。量の分割が実在的であると言

ってもその実在性があくまでも可能性の実在性にすぎず、そうした可能性はただちに連続性に移行

してしまう。このことを認めないのは表象の立場に留まる人でしかないと彼は批判するが、その批

判の対象となっているのはアトミズムの論理である。 

 

「〔2〕①概念を欠いた表象
、、

〔の立場〕にとっては、連続性は簡単に合成
、、

に、すなわち諸々の一の

相互の外的な
、、、

関係になり、そこにおいて一は絶対的なかたくなさと〔他者を〕排斥する態度を採り

続ける。②しかしながら、一〔を叙述した〕のところで明らかにされたのは、一がそれ自体におい

てそれだけで牽引に、自分の観念性に移行するということ、そしてそれゆえ連続性は一にとって外

的ではなく、一自身のものであって、一の本質に根拠をもっているということである。③連続性が

一にとって外的である
、、、、、

ということ、アトミズムは一般にこのことに固執し続けており、この外面性

を捨てて概念すなわち内的なものに進んでいくことは表象〔の立場〕にとっては困難である。」

（112/201） 

 

 アトミズムの立場は対自存在的な一に固執し、それが連続性と統一されて契機になっているとい

う側面を見ないという批判は、古代ギリシャの原子論哲学ばかりでなく、例えば近代の社会契約論

における「自立した個人」の立場にも当てはまるであろう。 

 

補論２：カントの第二アンチノミーに関する批評――「注解２」の議論から 

 さらにヘーゲルが「注解２」で長々と論じたのはカントが『純粋理性批判』において提起した四

つのアンチノミーののうちの「第二アンチノミー」である。カントの第二アンチノミーが扱ってい
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るのは実体の分割可能性と単一性との対立である。それは以下のように表現される。 

 定立：「世界のなかの合成された実体はどれも単一な諸部分から成り立っていて、どこにおいても

現実存在するのは単一なもの、あるいは単一なものから合成されているもの以外の何ものでもない」

（『純粋理性批判』B462）。 

反定立：「世界におけるいかなる合成された物も単一な諸部分から成りたってはおらず、そしてど

こにおいても世界のうちで現実存在するものは単一なものなどではない」（同書 B463） 

 カント自身はこのアンチノミーを「質」に関わるものとして扱っているのであるが、ヘーゲルは

定立を分離性、反定立を連続性の主張だと捉え、量のカテゴリーに関わるものとしてとりあげた。 

カント自身はこのアンチノミーに関して、定立、反定立ともに誤った推理だと結論付けている。

なぜならば、「世界」とは我々が客観的な現象の系列に体系的統一を与えようとするときに使われる

「理念」にすぎないのであるから、それが質的に単一なのか合成されているのかなどと問うこと自

体が無意味だと彼は考えるからである。これに対してヘーゲルは次のようにカントの第二アンチノ

ミー論を総評している。 

 

「〔28〕②…〔この第二の〕二律背反の全体は、量の二つの契機〔連続性と分離性〕の分離と、

それらが分離される限り〔において成立する〕それらの直接的な主張に帰せられる。③たんなる分

離性の面から捉えれば、実体、物質、空間等々は端的に分割されており、それらの原理となるもの

は一である。④連続性の面からすると、この一〔という原理〕は揚棄されたものでしかない。〔な

ぜなら〕分割することは分割することができるということにとどまる〔からである〕。〔同じことを

繰り返せば〕分割することは、現実に〔それ以上分割できないものである〕原子に到達することは

ない可能性として分割する可能性
、、、

にとどまる。⑤――だがそうだとしても、連続性自身は原子とい

う〔分離性の〕契機を含むのであり、また同じく上で述べた分割された存在は諸々の一のあらゆる

区別を揚棄してしまった。なぜなら、単一の一は他者があるところのものと一体であり、したがっ

て、それらの絶対的な相等性も、それとともにそれらの連続性をも含んでいるからである。⑥対立

する二つの側面のどちらもが自己自身のもとで自己の他の側面を含んでおり、どちらの側面も他の

側面なしで考えることはできない。したがってそこから帰結するのは、一方だけで捉えられるなら

ばこれらの二規定のどちらも真理をもたず、両者の統一のみが真理をもつということである。⑦こ

の帰結こそがそれらの両規定の真の弁証法的考察であり、また真なる結果なのである。」（119-120） 

 

ヘーゲルによれば、定立と反定立がどちらも誤っているのは、連続性と分離性という純粋量の二

つの契機を分離し、それぞれに従って一面的な主張を立ててしまうからである。定立は分離性の契

機に従って立てられており、実体や物質は「一」という分割されたものから合成されたものである

と主張する。反定立は連続性の契機に従って立てられており、物は単一なものから合成されるもの

ではないことを主張する。その理由は、物は無限に分割できる可能性があるので、最小単位となる

単一なものなどは現実に存在しないということにある。だが、一方で連続性とはそうした分割され

たものが連続しているということを意味しているわけだから、連続性自身が一あるいは原子という

契機を含んでいるし、他方で分割されたものがどれをとって見ても単一な一あるいは原子であると

すれば、それらの間には何の区別もない。したがって一どうしは連続するのであって、分離性は連

続性の契機を含む。分離的な一があるから連続性があり、連続することは分離した一が存在するこ

とを前提としている。こうして連続性と分離性とは統一されているという帰結のみが両者の真理と
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される。ここでは教科書のようなヘーゲルの弁証法論理が連続性と分離性に関して述べられている。 

 

補論３：純粋量の例――「注解 1」〔4〕〔5〕から 

 もう一つ、「注解 1」の〔4〕と〔5〕から、ヘーゲル自身が挙げている純粋量の例を採り上げよう。 

最初の二つの例は「空間」と「時間」である。それらは「自己外へ行くこと・流れである広がり・

数多性」（113/202）でありかつ「途切れることない自己産出作用」（同）である。つまり流れ去って

行きながらどこまでも自己を維持していく働きである。第一に空間については「こうした絶対的な

自己外存在
、、、、、

であるが、それはまた同じくらい中断されない存在であり、繰り返して他在でありなが

ら自己と同一的である」（113/202）と述べられる。抽象的に捉えられた空間はどこまでも広がって

いくだけで規定された自己関係を持たないが、どこまでも広がっていく存在という点にまさに空間

としての規定がある。第二に、時間についてはこう述べられる。「絶対的な自己外存在
、、、、、

、無になる

ことであるが、これは絶えず繰り返しこの消失することを無にするものである。その結果、非存在

のこの自己産出作用は同じくまた自己との単一な相等性であり同一性である」（同）。時間も絶えず

流れ去っていく否定の流れであるが、その流れ去っていくこと全体の内に自分の同一性をもってい

るという点で、量の規定をそなえている。 

 三つ目の例は「物質」である。「これらの概念〔物質と量〕は、量は純粋な思考規定であるが、

物質は外的な現実存在における量であるということ以上には違っていない」（同）。抽象的に考えら

れた物質はただ規定されない広がりであるというだけで、純粋量以上の規定をもっていない。  

 四つ目の例は「自我」である。「絶対的に他に成ること、対自存在の否定的な自由に向かって無

限に遠ざかり、それに対して絶対的に反発することであるが、しかしそれは端的に単一の連続性で

あり続ける」（同）。たえず規定された存在を措定しては否定していくのが自我であるが、その否定

の働きそのものが自我としての存在である。 

 以上のように純粋量の例の規定を追っていくと、ヘーゲルが純粋量を「他者になりながら自己を

失わないという主体」の存在様式の一つとして捉えていることは理解できる。ただ自我の例などが

典型的にそうであるが、そういう説明では抽象的で量的存在と主体的存在とはどう違うのか分から

なくなってしまう。主体が量的側面を持っているということと、量の例となるということは違うこ

とである。シェリングが『我が哲学体系の叙述』のなかで絶対的なものの区別を量的なものに還元

して捉えたことをヘーゲルは非難しているということからもわかるように7、ヘーゲルは彼の先行者

たちによる、自然と精神との対立を両者の区別を量化することで解消しようとする立場に対して常

に対決姿勢を採ってきた。このことを思うと筆者にはこの例の挙げ方に納得できないものがある。 

 

 

Ｂ 連続的な大きさと分離的な大きさ Continuirliche und discrete Größe 

 

 以上でヘーゲルは純粋な量が「連続性」と「分離性」という二つの契機の直接的
、、、

統一で

あると規定した。次に彼はそれの媒介された統一
、、、、、、、

を規定しようとするのであるが、その場

合の両契機はもはや単なる連続性と分離性ではなくて、「連続的な大きさ」（連続量）と「分

離的な大きさ」（分離量）となる。 

 
7 「小論理学」の第三版第 99 節補遺では、量を絶対的なものを表現するカテゴリーと考えてはならない

という発言がある。 
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1．連続的な大きさと分離的な大きさの定義 

 

1．連続的な大きさ――連続性の契機を量の全体と見た場合〔1〕〔2〕 

まずヘーゲルは「1」と番号を打った〔1〕と〔2〕で、量の全体をまず「連続的な大きさ」

と規定する。量は連続性と分離性の直接的
、、、

統一ではあるが、その統一がまだ直接的である

ために顕在的にはこの二契機の区別は量には現れてこない。そのために純粋量はさしあた

って一続きの量、すなわち「連続的な大きさ」として現れると言う（〔1〕、121/215）。 

  

 「〔2〕①…連続性は、たしかに最初は量の両契機の一つにすぎず、量はもう一つの契機

である分離性と一つになってはじめて完璧である。②だが連続性はおなじく本質的に〔量

の〕全体でもある。というのも連続性とはまとまりのある堅固な統一にほかならず、分離

的なものの統一としてあるからである。③こうして連続性は単に契機であるだけでなく、

同じようにまた量の全体なのである。そしてこうした直接的で、それ自身が連続的である

統一における量は、量であるよりもむしろ大きさである。――したがって連続的な大きさ

である。」（121/215） 

 

 ある規定が A と B との統一でありながら、A がすでにそれ単独で B との統一を表し、B

もそれだけで A との統一を表すという論理は、彼の弁証法論理の優れたところである。例

えば、分かりやすい相関関係の例で示せば、右は左を前提しなければ定義できないから、

「右」というのはそれ自体が「右と左との統一」、あるいは正確に言えば、右は絶えず左と

の区別を含んで統一されているのであるから、「右と左との区別と統一との統一」であり、

「右」と言うだけでこの統一の全体は示されているし、もちろん左も同様である。ヘーゲ

ルによれば、純粋な量が連続性と分離性との直接的な一体性と規定されたとき、一体であ

ることを示すのはまず連続性の方であるから、連続性の契機の方が全体であるかのように

見なされ、次の量の規定態として登場する。言いかえれば、「連続性と分離性との区別と統

一 1 との統一 2」のうち、統一 1（直接的統一）は単なる「連続性
、
」であるが、これに対し

て統一 2 は区別を含んだ媒介的統一であり、連続性と分離性との統一としての量が連続性

という規定のもとで理解されたもの、すなわち「連続的な大きさ」あるいは「連続量
、
」で

ある。ヘーゲルはその意味で連続量が分離量に先立つと考えている8。 

なお、ここで「量」ではなく「連続的な大きさ
、、、

」と言葉を選んでいるのは、先に「大き

さは、連続性と分離性というこれら二契機の統一としては量
、
と呼ぶことができる」（112/200）

 
8 この点で興味深いのは、遠山啓氏が「分離量が連続量に先立つ」と主張していることである。その根

拠は、連続量をはかることはそれを分離量に変化させるのであって、はかられた連続量は或る意味で分

離量になっているということにある。もちろん遠山氏も連続量と分離量は分かちがたく結びついている

と理解した上で、小学生に対する算数教育の観点から、分離量をもとにして連続量への発展を考えさせ

ることが重要な課題だと言っているにすぎない。遠山（1978）11-12 頁を参照。この対立は、おなじみ

のアリストテレスの「我々にとって先」と「本性上先」という概念で捉えることができる。ヘーゲルは

論理の本性上、連続量が先だという立場をとっているのである。なお、松村一人はヘーゲルが連続性と

非連続性（分離性）とをアンチノミーと捉え、量をまず連続性のもとに措定し、そこに同時に非連続性

を指摘することで、現実的な連続と非連続との統一として量を理解するのは間違っていると非難する。

松村（1959）135-153 頁参照。この批判は非常に重要なので、本稿の最後でとり上げることにしたい。 
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と量を規定していたが、ここではもう一度連続性だけを表に出して分離性を背景にひっこ

めたので、両契機の統一を表すカテゴリーである「量」ではなくて「大きさ」という一般

的な言葉の方がふさわしいと彼は考えたのかもしれない9。 

 

2．分離的な大きさ――分離性の契機を量の全体と見た場合〔3〕 

次いで量を「分離的な大きさ」として規定するのが「2」とナンバーが打たれた〔3〕

（121/215-216）であるが、あまり明快な説明ではないから、要約しておくだけにする。こ

の段落でヘーゲルはまず「直接的な量」が「連続的な大きさ」であると規定する。だが量

は質の媒介を経て成立した規定された存在でもある。では量の直接性に対する規定された
、、、、、

規定態
、、、

は何かというと、すでに分かっているように「一」である。「一」はそのどれもが質

的に区別されないがゆえに、連続性を形成し、それゆえに量は一方では「連続的な大きさ」

となったのであるが、しかし一どうしは分離的でもある。したがって連続性と分離性の統

一としての量は、「連続的な大きさ」であるのと同じくらい「分離的な大きさ」（121/216）

だと規定できるとヘーゲルは言う。続く〔4〕はこのことが比較的分かりやすくまとめて述

べられている。 

 

「〔4〕①分離性はそもそも量の契機なのであるが、しかしそれ自体が量の全体でもある。

なぜなら量というものは本質的に媒介されていて、自己自身において否定的であり、一と

いう規定態のうちにあって、一のなによりもまず無規定的な数多性であるからである。②

量は相互外在的な存在である。そして連続的な大きさは、否定抜きで自己を先へ進めるも

のとしての、自己自身において等しい連関としての、相互外在的な存在である。③分離的

な大きさは連続的でないものとしての、中断されたものとしてのこの相互外在である。④

だが一のこの集合とともに、〔古代ギリシャの原子論が主張したように〕諸原子の集合と

虚空とが再び現存しているわけではない。⑤そうではなくて、分離的な大きさは量なので

あるから、分離的な大きさのなかで揚棄された連続性自身が連続的なのである。⑥分離性

のもとにあるこの連続性というのは、もろもろの一が互いに等しいということ、言いかえ

れば、それらが同じ統一をもつ〔同じ単位である〕ということにおいて成り立つ。⑦だか

ら分離的な大きさとは〔互いに〕等しいものとしての
、、、、、、、、、

多くの一の相互外在〔バラバラさ〕

であり、多くの一一般ではなく、一つの統一の多
、、、、、、、

〔一つの単位がたくさん集まっているこ

と〕としてある。」（121/216） 

 

 この引用の①でヘーゲルは分離性が量の契機でありながら（連続性と同様に）同時に量

の全体であると言う。その理由は量が媒介されていることに求められる。媒介されている

ということは否定の契機を含んでいるわけだが、その媒介性あるいは否定的な性格は、量

の直接的な連続性が一という区別された諸契機を前提して成立しているということを指し

ている。②では量が「相互外在的存在」だと言われている。「相互に外にある」ということ

 
9 初版ではこのように「量」と「大きさ」との使い分けを理解できるのであるが、先に言及した（本稿注

4）寺沢氏の「付論六」で指摘されているように、二版では「連続的な大きさ」をほとんどのところで「連

続量」に変えてしまっているので、こういう配慮は無用になっている。そこで以下のコメントでは「連

続的な大きさ」を「連続量」、「分離的な大きさ」を「分離量」とも記して特に区別しない。 
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は、或る統一のうちにある諸契機が「バラバラに存在している」という意味であり、また

直接性と媒介性とが分離して有機的統一になっていない
、、

という意味でもある。ここでは

各々の一が互いに連関を持たないで分離的に存在しているという意味であるが、ただそれ

らの一がどれも全く等質のものであり、何ら区別されないでつながっていくという側面を

指せば、量は「連続的な大きさ」となる。③しかしつながっている一はやはり個々の一と

して区別されているという側面を指せば、量は「分離的な大きさ」となる。④ところで古

代ギリシャの原子論は、一である分割できない原子（アトム）を一方に置き、そしてアト

ムの運動を可能にするために他方に「虚空」を置いて、この二元的原理で世界を説明しよ

うとした。いまヘーゲルが言っていることは、この原子論のように、一という分離的な大

きさが虚空のなかを運動して連続的な大きさとなっていると思われてしまうかもしれない

が、そうではないということである。⑤量は一を規定態としてもつ限り分離的な大きさで

ある。そして分離性のなかでは連続性はたしかに揚棄・否定されているのであるが、しか

し同時に分離的であるからこそ連続的であることができる。それは区別がなければ「同一

である」と言うこともできないというのとまったく同じである。⑥分離的な大きさが連続

的であるのは、分離性を作りなす「一」がすべて等質でどれをとってみても同じ一個の統

一体だからである。⑦だから分離的な大きさとは、どれをとってみても同じ統一体である

一がバラバラになっているということである。ここで注意しなければならないのは、Einheit

という言葉が「統一」から「単位」という意味に転化していることである。一はどれをと

っても同じなのであるから、それぞれが一単位
、、、

であり、分離的な大きさとはこうした諸単

位が集まってできている量である。そして、分離しているはずの各々の一が全く同一の単

位なのであるから、分離している一は連続している。例えば「10」というのは連続的な大

きさであるが、1 という単位が 10 集まっている限りでは分離量である。だから分離量その

ものも連続量と同じく連続性と分離性とを両契機として持つが、その両契機が区別され、

連続的なものがそれの含む区別の相のもとに捉えられた場合、分離量というカテゴリーが

成立するわけである。 

 

２．「注解」の議論――連続量と分離量に関する注意点 

 

二つの大きさの理解に関して 

量とは連続量でもあれば、分離量でもある。この二つの名称は「連続性と分離性の統一」

としての一個同一の量に付けられた別の名称
、、、、、、、、、、、、、、、、

にすぎない。そのことを理解してもらおうと

思ったのであろう、ヘーゲルはここで一つ「注解」を付けている。 

 

 「〔1〕①連続的な大きさと分離的な大きさについて表象している通常の立場において見

逃がされていることは、これらの大きさのどちらもが二つの契機を、連続性をも分離性を

も身に備えていて、それらの区別が成り立つのは両契機のどちらが根底にある規定として

通用するのかということだけにかかっているのだが、しかしそれだけがそうした〔連続的

あるいは分離的な〕大きさの内に現存しているのではないということである。」（122/216） 

 

ここでヘーゲルは「連続的な大きさ」においては「連続性」の契機が、「分離的な大きさ」



現代社会を理解するための『大論理学』注釈（６）      121 

においては「分離性」の契機だけがある、と私たちはつい考えてしまうが、そう考えてく

れるな、と老婆心から注意を促している。量はどちらの量であってもその本質は「連続性

と分離性との統一」だということにあり、その真の姿は常に「連続量にして分離量」なの

であって、連続量だからといって分離性の契機が消滅しているのではなく、分離量だから

といって連続性の契機がなくなっているわけではない。量とは、正確に表現すれば、「〈連

続性と分離性との同一性〉と〈連続性と分離性との区別〉との同一性」だと言うべきなの

である。「連続性と分離性との同一性」の側面だけを切り取れば量は連続量となり、「連続

性と分離性との区別」のところで捉えれば分離量となるにすぎない。 

 

連続的な大きさについての注意 

 その上でなおヘーゲルは誤解を受けないように補足的な説明を続けている。まず、連続

的な大きさについてである。 

 

 「〔1〕②だがその場合、連続的な大きさが分離性をもっているといっても、それが一か

ら成り立っているというように自分の身にそなえているというのではなく（というのも、

もろもろの一は連続的な大きさにおいては揚棄されているからである）、相互外在的存在

として分離性をもっているのである。連続的な大きさは自己自身との単なる相等性ではな

くて、本質的に一を自分の内で揚棄〔廃棄〕し、そして保存している相等性、すなわち反

発の自己外存在の相等性なのである。」（122/216-217） 

 

連続的な大きさは分離性を自分の契機としてもってはいるが、「それが一から成り立って

いるというように」もっているのではないとヘーゲルは言う。私も最初に読んだときには

漠然とそのようにイメージしていたので、ここでこのように注意がなされるのは適切であ

る。一というのはここまで進んだ段階においてはもはや連続的な大きさのなかではすでに

契機に落とされているのだから、「一が自立した対自存在としてあって、それらの一が連続

性を成り立たせている」というように考えてはならないのである。ではどのように理解し

なければならないのか。 

連続的な大きさが一を契機としてそなえているとしても、一どうしは反発しあって直接

的に同一化することはなく、まったく一体となった直接態ではない。そのことをヘーゲル

は「反発の自己外存在の相等性」と言っている。「反発の」「の」が何を意味するのか難し

いが、「反発という」と同格に読み、「反発」＝「自己外存在の相等性」と理解してみよう。

連続量は「相等性」、すなわち自己同一的存在であり、直接態である。だが連続量のうちで

は反発の運動によって絶えず区別が生みされていて、決して完全な自己同一性に達するこ

とはない。そういう区別を制圧できず、自分自身を有機的統一として保つことができない

同一性、すなわち自己内存在ではありえない同一性が「自己外存在の相等性」である。（こ

の「相等性」Gleichheit というカテゴリーは比較によって成立する外的な同一性
、、、、、、

を表す術語

で、本格的には「本質論」で検討される。）つまり連続的な大きさは自己同一性を維持しな

がら絶えず自己同一性を否定され、自己を超え出て行くのであるが、超え出て行っても自

己のままにとどまるという量的進行を表している。つまり、家は大きくても小さくても家

だということである。 
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だからそうした量、例えば「〔1〕③空間、時間、物質などは、静態的な大きさ（eine stätige 

Größe）を持つ量」（122/217）だと言われている。そのわけとしてはそうした量が「③自

己自身からの反発、自己の外へ流れ出るが、他者へと移行するわけではない運動（ein 

strömendes Aussersichkommen … , das nicht ein Uebergehen in ein Anderes ist）」（同）だか

らだとヘーゲルは言っている。stätig とは現代のドイツ語ではほとんど見かけない言葉であ

る。これを寺沢氏は「と切れていない」と訳しているが（217）、そうではなくて statisch、

英語でいう static ととるべきではないか。つまり量における変化というのは、自己自身か

ら自己を反発し、自分の外に出るように見えながら、実は「他者」へ移行するのではなく、

同じ自己の内にとどまり続けるような変化――見違えるほど大きくなっても家は家、とい

うような変化――である。現代のプログラミング用語でも「静的な変数」static variable と

言えば、「最初から確保しておいた領域内を動き、最後まで値が保持されている変数」のこ

とを指すが、まさにそのように、ダイナミックに変化して別ものになってしまうのではな

く、自己の領域内を動き回るだけで全体としては変化のない、平衡的で、静的な、すなわ

ちスタティックな大きさなのだとヘーゲルは言っているように思われる。つまり空間、時

間、物質などは、それらの量が増えても減っても空間、時間、物質であり続けるという意

味で静的なのである。 

 

「一」が「原理」であること 

 さらにここで契機となっている「一」の性格についてヘーゲルは重要な指摘をしている。 

 

「〔1〕④それら〔空間、時間、物質など〕は、いたるところで一が自分たちのもとに措

定されるという絶対的可能性をもっている。それらはこの可能性を（この石の代わりに一

本の木が立っていることが可能である、と人が言うように）単なる他在の空虚な可能性と

してもっているのではなく、それらは一という原理を自分自身のもとに含んでいる」

（122/217）。 

 

量的なものは、いたるところで「一」を立てることができる。それは、この石の代わり

に木というように、質的に区別された他者を代置することができるということではなく、

10m の空間を 1m ごとに区切ったり、1 ホールのケーキを 4 分割しようが 6 分割しようが

任意であったりというように現実に区切ることができるという可能性である。それはこう

した量的存在が「一」を原理としてもっているから、言いかえれば一を「単位」としてい

るからである。それゆえに量的なものは区別されて分離的な大きさとして示されても、同

時に同じものを単位としているということで連続性をもつ。ケーキを 6 分割しても、一つ

一つは同じ単位で切られているのであるから、各ピースどうしの連続性は失われていない。 

 

分離的な大きさについての注意 

ヘーゲルは分離的な大きさについてはごく簡単に補足するだけですませている。 

 

「〔2〕逆に、分離的な大きさの場合には、連続性を見逃してはならない。この〔連続性

という〕契機は、先に示しておいたように、統一・単位としての一である」（同）。 
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 「〔3〕③…連続的な大きさは分離的な大きさに移行する。というのは、前者はたしかに

一つの規定における大きさだからなのであるが、直接態だからである。言いかえれば、連

続性は量の固有の内在的な規定態ではなくて、この固有の規定態たるものは一である。」

（同） 

 

 連続的な大きさは直接態として規定されているにすぎないので、区別の原理を自分自身

にはそなえていない。1 ホールのケーキが何分割されるかは、一個あたりをどれくらいの

大きさにするかによって決まってくるのであって、ケーキ自体の概念がそれを決めるわけ

ではない。この意味で量を規定する原理はあくまでもこの「一個当たり」ということ、つ

まり「単位としての一」なのである。その場合はじめて連続的な大きさとしてのケーキの

直接態は規定されて分離的な大きさに移行し、6 分割されたケーキと 8 分割されたケーキ

との間に実在的な区別が生じ、互いに他在であるという関係ができる。 

ところで、こうして単位によって区切られた量は「分離的な大きさ」であるから、ヘー

ゲルはこう言う。「〔3〕④…大きさは分離的な大きさとしてはじめて実在的な規定をもつ。

というのも、分離性をもつことによって区別または他在が大きさ自身のもとに生じるから

である」（同）。「連続的な大きさ」が大きさでありうるのも、それ自体が分離的な大きさ

であり、分離的であることによって区別が備わるからである。 

こうして「量」とは、この二つの大きさの統一として成立するカテゴリーであると説明

される。しかしながら、二つの量は実在的に区別もされる。この区別をイメージするため

に、以下にその一般的な区別を表にしておく。この一般的性格はもちろんヘーゲルの両概

念にも認められるものである。 

 

 連続量 分離量 

一般的性質 合同と分割が自由にできる 一つずつ孤立／数えることが

できる 

適応する数 （本来は）無理数を含む実数

全体 

整数 

分割可能性 無限に連結・分割可能 １をそれ以上に分割できない 

典型例 空間、水など アトム、人間個人など 

 

 この表を見れば分かるように、連続量に基づく数学は伝統的な幾何学であり、分離量に

基づく数学は解析学（ただしヘーゲルの理解しているその時代の解析学とは算術および代

数学的諸学一般のことであり、微積分も含まれる）である。つまりヘーゲルは幾何学と解

析学とを統合しようとする数学者たちの試みを彼なりの仕方で行っているわけである。 

 

C への展開 

 ところで、ヘーゲルは本文では「B 連続的な大きさと分離的な大きさ」から「C 量の

限定」への移行の叙述をしていないが、この「注解」の最後で次の展開が予告されている

ので、それを引用しておこう。 
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「しかしながら、実在的な規定は分離的な大きさそのものにおいて、すなわち自分たち

の〔統一である〕単位によっては静態的であるところの、もろもろの一においてはまだ完

成していない。その〔実在的な規定として完成する〕ためには、もろもろの一によるこの

ような連続性が一によって規定されねばならない」（同）。 

 

――この文では「一によっては量における実在的な規定は完成していないので、一によっ

て規定する必要がある」というわけの分からないことを言っているようだが、前者の一は

複数形で、後者の一は単数形で示されている。つまり後者の一は多くの一のなかの一つ（区

別されたもの）ではなくて、そこから進んだ、区別の原理としての一
、、、、、、、、、、

、すなわちいわゆる

単位
、、

のことを指している。つまり「一」を「単位」にまで拡張するという課題が移行のた

めの理由とされている。 

 

 

C 量の限定 Begrenzung der Quantität 

 

量的限界としての「一」あるいは「単位」〔1〕 

 「C」においては「量一般」を「定量」へと移行させる論理が展開される。最初にこれ

までの論理が総括される。 

 

 「〔1〕①分離的な大きさは、第一に、一をその原理としてもっており、第二に、本質的

に静態的であり、同時に揚棄されたものとしての、〔統一的な〕単位
、、

としての一であり、

いわば幅広い、連続的な一である。②しかし一が、あるいは多くの一が、直ちに本質的か

つ直接的に単位である限り、そのことによってはただ量一般が措定されているにとどまる。

言いかえれば、一が統一・単位のなかで揚棄されておりかつ多くの一として統一・単位に

飲み込まれてしまっている限りでは、連続的な量が措定されている。③しかし連続的な量

は逆に分離的な大きさへと移行してしまっていて、連続性は一においては揚棄された契機

になっている。」（123/218） 

 

 これまでに説明されたように、①分離量は「一」という原理によって連続量を分割する

が、同時にその一どれもが自己完結している（静態的な）「単位」である。しかしどの一も

単位としては同格であるから、ただちに他の一と連続し、一定の広がりをもつ一となる。

例えば、「12 個」は「1 個」を単位とする分離量であるが、「1 ダース」という単位をとっ

た場合、連続量となる。だから分離量も広がりをもっていて、連続量として規定すること

ができる。②このことは量が連続性と分離性との統一であるということの帰結であるが、

これだけでは量はまだ具体的に限定されておらず、「量一般」でしかない。量一般は直接態

であるから、すでに言われたように見かけの上では連続量しか表に出てこない。③しかし

これもすでに叙述されたように、「1 ダース」という連続量が 12 個を数えた上で成立する

ように、連続量はただちに分離量へと移行してしまうし、逆もまた然りである。 

こうして連続量と分離量とは一個同一の量の別名であることが示される。分離量は絶え
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ず揚棄されて連続量の契機となるが、それだけではなくて連続量を測る
、、

原理を提供し、測

られた連続量はむしろ分離量となる。だからこの二つの量は、それらのどちらもがそれぞ

れ量の全体と考えられるにしても、やはり一個不可分のものとして量の両側面を形成する

と捉えるのがヘーゲルである。例えば木の高さを 5ｍ、6ｍという場合、それは連続量とし

て捉えられているが、5ｍ、6ｍという場合もメートルという単位
、、

（統一）で 1ｍ、2ｍと区

切って測られていると考えれば、分離量だとも考えられる。またあるいは試験の点数を 10

点ごとに区切って整理した場合、「70 点台」と「80 点台」といえばそれは分離量であるが、

その場合でも 70 点から 79 点の間は連続量と考えられる。つまり連続量と分離量といって

も、そこでは一個同一の量がそれぞれ連続性、分離性の契機に従って規定されているにす

ぎないわけである。 

 そこからヘーゲルは次の文で論理を転換する。 

 

 「〔1〕④それゆえに一は、たしかに一面では拡張されて〔統一的な〕単位になっており、

この単位は消失しておらず、むしろ本質的に現存しているが、ただし否定を伴って措定さ

れている。〔すなわち〕一は単位にあっては限界
、、

になっている。」（同） 

 

 ヘーゲルはこの単位がいまや「否定を伴って措定されている」ことを指摘することによ

って「一」の概念を展開させようとしている。つまり前段階では「一」はまだ否定を欠い

た、アトムのような直接的な対自存在の静態にすぎず、またどの一もまったく同じもので

あるために、他の一と次々に連続していくものにすぎなかった。しかし「単位」として措

定された一は他の一から区別されると同時に関係をもち、否定を介して媒介された同一性

を獲得している。したがって一は単位となったいまでは他の一と連続するだけでなく、他

の一と自分を区別する「限界」としてここで新たに規定し直されているのである。 

 

量一般から定量への移行――否定の契機の導入〔1〕〔2〕〔3〕 

 この一を原理として、ヘーゲルは「量一般」を「定量」へと移行させる。 

 

「〔1〕⑤連続性は〔いまや〕本質的な契機であり、否定を自分にそなえているが、しか

し連続性は同時にこの自分の否定から区別されており、この否定は〔連続性という〕この

規定における限界となっている。⑥この限界は単位へと関係づけられており、単位
、、

のもと

にある否定なのであるが、そのほかに自己へも関係づけられて
、、、、、、、、、、、

いる。限界は、それが自体

的にあるものとしては、すなわち一としては、取り囲み、関わりあう限界である。⑦限界

はここではさしあたり、自分の定在である自己内存在ないし或るものから区別されておら

ず、一として限界は直接にこうした否定的な点そのものである。⑧他面では、限界づけら

れている存在はここでは本質的に連続性としてあるが、連続性は限界とこの一とを超え出

ていく。⑨それゆえに真に分離的な量は、一つの
、、、

量、言いかえれば定量
、、

である。」

（123/218-219） 

 

 否定の契機が導入されたことで、「連続性」という契機の論理的位置づけが変化する。い
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まや連続量も限界をもつ。もちろんこの限界は質的限界ではなくて、或る質的限界に関わ

らない量的限界であり、一つの単位が作り出す限界である。12 個のものは単なる連続性と

捉えられている限り、13 個、14 個と連続する数の流れの一つにすぎないが、12 個が一単

位として捉えられると、12 そのものが量的限界となり、12 という数が自己関係を獲得して

自分を取り囲む枠を作り、1 ダースと数えられる。このとき 1 ダースはいまや「一つの量」、

つまり一定の限界を伴った量と捉えられる。もちろん 1 ダースは量的限界なので、やはり

自分の単位を超え出てゆき、別の 12 個のグループと連続して 2 ダース、3 ダースとなりは

する。しかし同時に 1 ダース目は 2 ダース目とは量的に区別することができ、連続しなが

らもそれぞれが互いに規定し合って限界づけられた一定の量となる。こうしてヘーゲルは

量一般を「定量」へと移行させるのである。 

 〔2〕では、補足的に「量一般」と「定量」との論理的次元の違いが説明されている。 

 

「〔2〕①言いかえれば、大きさとは、はじめは連続性と分離性との直接的統一である。

②量としては、大きさとはこれら両契機の自己へと還帰した
、、、、、、、、

統一である。この両契機のこ

うした否定的統一としての大きさは、直接的なすなわち連続的な大きさにおいては消失し

てしまっただけの区別、言いかえれば可能であるにすぎない区別を、自分にそなえている。」

（123/219） 

 

「大きさ」は連続性と分離性との統一と規定されて、「量」というカテゴリーに置き換え

られたが、それは最初に両契機の「直接的統一」という論理的レベルにある場合には「量

一般」あるいは「純粋量」としか規定できなかった。次にここでは大きさがそれら両契機

の「否定的統一」であるというところに進んだ。否定的統一とは媒介を経て否定の契機が

顕在化しているという論理的次元で捉えられた統一であるから、区別の契機をそなえてい

る。すなわち直接的統一としての量の場合には、「一」という契機はあるにはあったが、そ

れは他の一と区別されないために、区別の契機は消滅し、連続性の契機だけが表に出てい

た。しかし否定的統一としてのレベルでみると、そこに内在している区別がふたたび論理

的位置を得る。量的には物は大きくても小さくてもその質を変えないが、量においても区

別はある。それが単位によって連続
、、、、、、、、

量
、
を
、
測り
、、

、分離量にする
、、、、、、

ということである。 

こうして単位によって区切られることによってたしかに或る量は他の量に移行する。し

かしだからといって質的に他者になるわけではなく、あくまでも量的に変化するだけであ

る。――「〔3〕④一般に量は揚棄された質であるし、それ自体としては無限であるのだか

ら、量の運動の内には絶対的な他者へと移行する働きは現存せず、量の規定作用はまった

くのところ、量のなかにすでに現存している諸契機が表に出てくることにおいて成り立っ

ているのである」（同）。――量は無限に増減することができるものであり、増えても減っ

ても他者に質的に変化することはない。そこには質的な飛躍はなく、ただ単位によって区

切られることが可能なだけである。だが、この区切りによって量は自分を「量一般」から

区別して「定量」として存在できる次元に達するというわけである。 
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第２章 定量 

Quantum 
 

 定量とは文字通り規定された量――「規定態あるいは限界一般を伴った量」（〔1〕②、

124/220）である。それは限界づけられた量であるから、もはや純粋量ではなく、「実在的

な量」（同）とも言われる。ここは量一般を規定する（測る）手段として「数」が登場す

る重要な章である。 

 

定量の区分 

 まず前書きの三つの段落では定量の三つの区分が語られる。 

A．「数」：まず定量はその「完全に規定された姿」（同）においては「数」となる。〔1〕 

B．「外延的定量」と「内包的定量」：次に、「数的規定態」は、同じものであっても外延的

にも内包的にも表現できる。外延的定量と内包的定量は定量内部で区別されるカテゴリー

であり、同時にただ一つの定量の規定態の二契機である。〔2〕 

C．「量的無限性」：量的無限性とは、量の無限進行のことである。定量どうしは互いに外

的で質的に規定しあわないから、定量の変化は単純に無限に増減するだけとなる。ただし、

量的無限進行の内にも量的な真無限は成立する。それが第 3 章の「量的相関」（比）である。 

 

A 数 Die Zahl 

 

定量の最初の規定態は「数」である。テキストでは〔7〕で定量が数として規定されるま

で、やや冗長な叙述が続くので、必要な部分だけを抜き出していくことにしよう。  

 

１．「単位」としての一 

 

定量と限界 〔1〕～〔3〕 

 定量とは限界をもった量である（〔1〕）。先の第１章では、そもそも量はどれだけ増減し

ても量であることにかわりはないのだから、限界に無関心だと規定されていた〔2〕。さら

に「限界をもつ」ということはつまり、或るものが自分固有の存在の仕方（自己内存在）

をもち、他のものと質的に
、、、

区別されるものだということを意味している。これに対して定

量の場合には、例えば水 2ℓ 入りのビンがあったとすると、「ここまでが 1ℓ だと区別される

水で、ここから先が 2ℓ 目の水である」などと言うことはできない。水自体はどこも等質だ

からである。したがって、量が限界をもつというのは矛盾であるかのように思える。その

量を再び限界をもつものとして規定するために、ヘーゲルはこう言う。――「〔3〕③量に

とっては直接的には限界つまり定量であるということはそもそも無関心なことではない。

というのは、量は一という絶対的に規定された存在を自己自身のうちに自分固有の契機と

して含んでいるからである」（124/221）。つまり量が限界をもつことができるのは、「一」

を契機としてもち、この一が限界づける原理となるからである。そこでヘーゲルは次にこ

の「一」について説明を加える。 
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定量を限界づける原理としての一 〔4〕～〔6〕 

 〔4〕でまずヘーゲルは「①この一が定量の原理である」（125/221）ことを確定する。こ

こで「一」というのは、「抽象的な一ではなくて、量の一としての
、、、、、、、

一」（同）である。「抽

象的な一」というのは、「対自存在」における互いに区別された質的な一を指す。だがここ

で言う一は量的な一
、、、、

である。それは三つの側面をもつ。 

1）一は「〔4〕②…連続的である。それは Einheit である」（125/221）。一面では、一はど

れをとっても一として区別されながら、しかし互いにまったく同一であるから同時に絶え

ず区別を否定している。この矛盾の解消が「連続する」ということである。一が連続のな

かで任意に一つのまとまりとして区別されると、それは Einheit となる。Einheit というカ

テゴリーがここではっきりと「単位」という意味に拡張される。訳語では「統一〔単位〕」、

「単位〔統一〕」などといろいろなかたちで表記することになるが、要は「一であること」

である。一はどれも一として統一（単位）であるから、互いに等しく、連続的である。 

2）一は「〔4〕②…分離的である。それによって一は自己のうちでもろもろの一の数多

性である」（同）。他面では、一は連続しつつも同時に多くの一に分かれているのだから、

互いに分離されており、多くの一として数多性を維持している。 

3）そして「〔4〕③この一は連続性と分離性との否定である」（同）。ここで一は連続性

と分離性との統一であると言うのかと思えば、それらの否定だと言うので読み手としては

戸惑うが、これは一が単に両者の同一性にすぎないのではなく、この両者の自立性を否定

して契機に落としている統一だという意味でヘーゲルはそう表現している。両契機の否定

的統一だと言ってもいいが、否定的統一だと「媒介」という性格が出てしまう。この段階

ではむしろ両契機の統一は媒介的ではなく直接的だとヘーゲルは言いたいのである。直接

的統一としてはむしろ両契機は表面から消えてしまって、統一であること、一であること

が表に出た（措定された）性格となる。だから一は自立的で、他者を自己から排除する。 

そして結論としてヘーゲルはこう言う。「〔4〕④一はその限り自己へと関係し、〔自己を〕

取り囲み、他のものを排除する限界である。」（125/221）一は他のものから自己を量的に区

別して一つの統一体として立てる原理となる。たしかに量には限界はなく、2ℓ入りのビン

のなかでは最初の 1ℓ の水と次の 1ℓ の水は連続して 2ℓの水となっている。しかしやはり最

初の 1ℓ は一つの統一であり、次の 1ℓ も一つの統一であって、それらをそれぞれ 1ℓ という

定量として区別することは可能である。だから一が量を規定して定量にする原理、すなわ

ち「限界づける一」（同）である。それは量である以上、やはり量の二契機、すなわち連

続性と分離性とを含んでいるのだが、ただこの両契機の位置づけはすでに変わっている。 

 

「単位」としての一〔5〕〔6〕 

 それらの位置づけがどのように変わっているのかは、次の二つの段落で明らかにされる。 

 

「〔5〕②この限界づけにおいては一
、
が規定するもの

、、、、、、
である、あるいは全体が一般に分離

性という形式のうちにあるのだが、その限り、連続性は多くの一の統一
、、

として現存してい

る。この統一は、一が原理
、、

である限り、言いかえれば数多のものがすべて一である限り、

一
、
である。③その限りにおいてこの統一〔単位〕は同時に多くのものそのものとは区別さ
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れている。④しかし連続性はまた数多性一般という無規定的なもの
、、、、、、、

でもあって、その限り

において一はそれ〔数多性一般としての連続性〕のもとでの限界としてある。」（同）  

 

一が限界づける原理であるということは、一が量を規定し、或る量を他の量から区別し

て定量にするということである。その意味で一は連続する量に区切りをつけて分離するわ

けであるから、「分離性」という契機が一の全体を表している。つまり量を限定すること、

言いかえれば量を測る
、、

ことは連続しているものを人が任意に決められた単位によって区切

って、連続量を分離量に変え、分離量として数える
、、、

ことである。では連続性の契機はどう

なったのかというと、「多くの一の統一」になっているとヘーゲルは言う。例えば「1 ダー

ス」と言えば一つの統一=単位であるが、そのなかには 12 という多くの一が含まれている。

連続性が分離性と統一されていまや「単位」というカテゴリーに転化する。単位としての

統一は多くの一とは区別されてそれ自体が一として扱われる。だから 12 個あっても 1 ダー

スは「一」であって、1 ダースとしての一は 12 という多くのものの連続性の限界として機

能する。これまでは連続性において多くのものの一つ一つは「一」であり、その一が連続

性の流れのなかにあって限界となっていた。しかしここに新しく規定された一はそういう

一、「連続性のもとでの限界」にすぎないのではない。 

 

「〔5〕⑧しかし同時にそれ〔限界〕は、それが統一〔単位〕としてある限り、連続性の

もとでの限界ではない。というのもそれ〔単位としての統一〕はまさしく数多のもの、分

離したもの、それとともに否定的なもの一般から区別された契機をなしているからであ

る。」（125/222） 

 

 いま単位となった一は、連続して途切れない量のなかの一ではない。例えば１ダースは

12 個であるが、だからと言って単なる「数多のもの」ではなく、さらに 1 ダースから 2 ダ

ースへというように連続しもするから単なる「分離したもの」でもない。要するに、いま

や一は単に他者に対してあるという「否定的なもの一般」という意味での単なる否定では

ないのである。ではそれはどんな一か。続く〔6〕は次の言葉で始まっている。 

 

「〔6〕①したがって定量は
、、、

、それの自体的に規定された存在においては
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、連続的な大き

さとしてではなく分離した大きさとして現れる。」（125/222） 

 

 ヘーゲルはいましがた単位は「分離したものから区別される」と言っておきながらすぐ

にここでは「したがって、分離した大きさとして現れる」と言うのでまたしてもとまどっ

てしまうが、連続している区切りの無い量を単位によって測ると言うことは、その連続性

を単位によって区切って、その区切った数だけ数えることなのだから、定量という限界を

もった量、つまり分離量として現れるのである。測るということは連続量を単位によって

区切ることなのであるから、連続量は測られて量として、つまりそれの本来あるべき姿で

（自体的に）規定されると、分離量の形式をとって現れるのである。12 という連続量が 1

ダースという単位によって測られたとき、1 ダース、2 ダースと分離量となり、数えられる

ものとして現れるということである。 
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だが、それはあくまでも分離した大きさとして「現れる」（erscheinen、現象する）ので

あって、定量は量であるのだから分離的な大きさにすぎないわけではなく、連続性と分離

性という両契機の統一であるという量の規定は保持している。この段落〔6〕でヘーゲルは

そのことを確認している。その場合連続性の契機は「〔6〕④統一〔単位〕として、多くの

一としてある」（125/222）。つまり連続性の方は、例えば 1 ダースが 12 であるというよう

に、ひとつのまとまりをもった多くの一の連続性となっている。また分離性あるいは区別

の方は「〔6〕⑤数多性一般という無規定的な区別であるにすぎないのではなく、数多性に

対する統一という規定されたものとしてある」（同）。つまり分離性の契機は数多にバラバ

ラに分かれているという区別ではなく、単なる数多性に対して 1 ダースというような或る

まとまりをもって、他のまとまりに対して規定されているのである。だからどちらの契機

からみても、定量とは多くの一がある単位でまとめられた一になっているという意味をも

つ。したがって、連続性と分離性との統一という純粋量の規定は、定量においては「多」

と「一」との統一として具体化されている。 

 

２．数の規定 

 

数としての定量 〔7〕 

 こうしてヘーゲルは以上のような区別を含む定量を「数」だと規定するところに来た。 

 

 「〔7〕①このように自分自身に即して〔自体的に〕規定された定量は、数
、
である。②数

は定量がその規定された姿においてあるものである。なぜなら、数というのは一の振る舞

い、自己自身に向けて絶対的に自体的に規定されたものにすぎず、この振る舞いは自己か

ら自分が区別されることにおいて、したがって他のものによって規定された存在としての

規定された存在において自己自身に等しいままであり、言いかえればそれのなかにあって

はこの区別はまさに直接的に揚棄された区別なのである。」（126/223） 

 

 量的な区別が「自体的に」、つまりその本来あるべきすがたで純粋に規定されると、「数」

というかたちをとり、そして数というのは一の Verhalten、すなわち他のものに関わるさい

の一の振る舞い方なのだとヘーゲルは言う。例えば 2 とは 2 つの 1 のことであり、8 も 8

つの 1 である。だから数とは 2 だろうが 8 だろうがつまりは 1 の変形であって、何か質的

に別の規定態に変わっているわけではなく、同じ一という原理が貫徹している。2 とは 1

とは区別された、それ自身が自己同一性をもった 1 とは別の数であるが、しかし 2 は二つ

の 1 としては 1 と連続している。だから数の区別はあるにはあっても、自己から自分を区

別することであり、そしてその区別は区別されると同時にすぐに撤回され、自己同一性の

契機となっている区別（「揚棄された区別」）だとヘーゲルは規定するわけである。数にお

いては連続性と分離性とはそのように対立的に統一されている
、、、、、、、、、、、

、言いかえれば、数とは自
、

己矛盾的な
、、、、、

同一性だとも表現できる。 

  

単位と集合数 〔8〕〔9〕 

数の二つの契機となっているカテゴリーは「単位」と「集合数」である。単位について
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はすでに導出されているので、〔8〕の冒頭でヘーゲルはそれをまず確認し、そこからただ

ちに集合数の導出に入る。 

 

「〔8〕①数は第一に
、、、

一を原理
、、

としてもっている。その限り一は連続的な一、言いかえれ

ば単位〔統一〕である。さらに
、、、

〔第二に〕この単位は自己から反発される。それは多くの
、、、

もの
、、

でありながら一
、
なのである10。しかしこの多くのものは、一が限界づけるものである

限りにおいてのみ、それら自身が一を作りなす。」（126/223） 

 

第一に、数の原理は一であり、一は一つの統一された連続する数のまとまりとして、単

位となる。例えば、12 という連続数を一と規定すれば、1 ダースという単位ができる。だ

がそうだとすると第二に、この単位という概念は「自己から反発される」、つまりそれ自身

の内に自己と対立するもの、「多〔くのもの〕」をもっている。1 ダースは一であるが、し

かし 12 という数多性を同時にもっている。多でありながら、それに一というまとまりを限

界として与えれば、12 が一単位となる。 

そもそも Einheit というカテゴリーは複数の多くのものを一つにするから統一なのであ

る。ヘーゲルはもともと Einheit という言葉は「主観的な反省」を表し、自立して存在する

別々の二つのものを主観が比較という反省を通して一つにするという意味を持っているこ

とに注意を促していた11。その Einheit のもつ含意がここ量論ではうまく生きていて、多と

一の外的な結合を表すのに適切なカテゴリーとなっている。したがって「統一」が「単位」

という意味に転化するのは、ヘーゲルにとっては概念的必然だと言ってよい。 

そして次にヘーゲルはここから集合数を導く。 

 

 「〔8〕②数の多くのものによって定量はできている。数多性は限界づける一
、、、、、、

の契機であ

る。限界によって隔離され取り囲まれている多くのものは自分たちの限界の外にあるので
、、、、、、、、、、、、、、

はない
、、、

。限界は一そのものである。そしてこの一は量であり、多くのものがそれである分

離的なものあるいは連続的なものそのものである。③これらの多くのものが集合数をつく

りなす。④一面では集合数は単位としての一から区別されている。しかし同時にそれはそ

のような諸単位の集合数にほかならない。⑤他面では集合数は取り囲み限界づける一に対
、

する
、、

数多性ではなくて、集合数によってそれ自身が規定された定量であるところのこの限

界づけはできている。多くのものによって一つの
、、、

数、すなわち一つの 2、一つの 10、一つ

の 100 などができているのである。」（126/223-224） 

 

 ②数の原理である一は、多くの数に限界を与える一である。12 という多くのものに一と

 

10 原文は sie ist als Viele Eins であり、寺沢訳では「この単位は多くの一
、、、、

としてある」となっている。そ

の方が正しいかもしれないと筆者も考えはするが、Viele が大文字になっていること、主語 sie が Einheit

（単位）であることを考えると、このように訳した方が解釈も容易であるから、提示してみた。 
11 『大論理学』第二版の「成」に関する注釈でヘーゲル自身がそう注意している（2:78-79/91-92）。ま

た拙稿「現代社会を理解するための『大 論理学』注釈（ ３）第一部・『第 一書  存在』

――その１・注釈１と第一章「学は何を始元としなければならないか」および「存在‐無－成」へ

の注釈」（「ヘーゲル論理学研究」第 22 号掲載）の 97-98 頁も参照のこと。 
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いう限界を与えれば、1 ダースとなる。この限界づける原理としての一、単位となる一と

いう量は、1 ダースの場合には 12 という多くのものと分離しているのではなく、まさしく

12 という数多性、つまり分離的でもあれば連続的でもあるものと同一である。③12 個とい

うのは 1 ダースという単位の契機となっている数多性である。単位と結合している 12 を多

くのものという形式のままで捉えたとき、「単位」に対する「集合数」Anzahl というカテ

ゴリーが得られる12。④集合数は単位とは区別されるが、しかし単位を前提とし、何を単

位にするかによってはじめて多くのものは集合数と規定される。つまり 12 は集合数である

が、1 を単位とする集合数であるし、12 を一単位とすれば、120 個の数の集合数は 120 で

はなく 10 になる。12 という単位が 10 個あるということになるので、この事態をヘーゲル

は「諸単位の集合数」と言っている。⑤そして注意すべきは、集合数は単位としての一に

対する数多性ではないとヘーゲルが言っていることである。集合数自身が一つの限界をも

った定量を作る。だから 2 は 1 という単位が二つあると考えられるが、2 という集合数が

一単位分あると言っても同じであるし、100 は多くの数を表していると同時に、100 という

一単位、「一つの数」を表していることになる。 

 

数とは何か――単位と集合数との統一〔9〕 

 以上のことをまとめたのが〔9〕である。 

 

「〔9〕①したがって数は単位
、、

と集合数
、、、

とを自分の契機としてもっていて、それ自身がそ

れら両契機の統一である。②単位は連続性の契機をなし、集合数は分離性の契機をなす。

それら両者は定量においては数としてこのようにあり方で存在している。③単位は集合数

から区別されており、同時に両者は 10 とか 100 といった否定的な一
、、、、、

としての数そのもの

のなかで一つになっている。そして 10 や 100 というのはそれ自身が単位でもあれば集合

数でもある。」（126/224） 

 

 量は連続性と分離性という二契機の統一であったが、①②数においてはその二契機のう

ち、連続性の方は単位に、分離性の方は集合数に高められていて、数とはすなわち単位（統

一）と集合数という二契機をもつ統一（単位）である。③もちろんこの統一は否定的統一

であって、この二契機は区別されはするが、独立した二つのものに分離することはもはや

できない。数はどれをとってもそれ自身が単位であるとともに集合数である。10 は単位 1

が 10 個集合したものであるが、10 というのはそれ自身が一つの統一された数なのであっ

て、1 が 10 集められたものではない。だから 10 はそれ自身が単位にも成って、100 を 10

個の 10 だと考えることもできる。 

 このように、或る定量を他の定量から区別することができるのは、等しい単位あるいは

一がどれだけあるか、言いかえれば単位の集合数がどれだけあるかということ、つまり単
、

位を数えること
、、、、、、、

によってである。一単位を数え合わせていくことによって、私たちは 1 個、

 
12 渡辺祐邦氏は Anzahl のその意味を重視し「個数」と訳している。「ヘーゲル『大論理学』の数学的無

限に関する「注釈」の訳と註解（その１）」（2004）を参照のこと。 
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2 個、3 個…、あるいは 1 ダース、2 ダース、3 ダース…というように数の系列によって定

量を測ることができるようになる。 

ところでこのように論理的に厳格に数が規定されたわけだが、しかしこの規定はヘーゲ

ル独自のものだというわけではなく、源流はユークリッド幾何学にある。ユークリッドの

『原論』第 7 巻で数はこう規定されている。「1.単位とは存在するものおのおのがそれによ

って一と呼ばれるものである。」「2.数とは単位からなる多である」。そしてこの規定はまだ

数についての基礎的な規定に留まっている。すなわち、ヘーゲルがここで数と呼んでいる

ものは、自然数
、、、

にすぎない。そのことについては本稿の最後の「中間総括」で考察する。 

 

数の無関心性〔10〕～〔12〕 

 数の概念規定は以上の「単位と集合数との統一」で終わった。引き続く叙述でヘーゲル

は「他の数に対する無関心さ」を説くが、それこそ彼の数論の最大の特徴となる。 

  

 「〔10〕①限界づける一は他のものに対して規定された存在であり、他のものの数から

の〔当の数の〕区別である。②だがこの区別は質的な規定態ではなく、量的なままにとど

まり、比較する外的な
、、、

反省に属する。数その自身は常に自己へと還帰し、他のものに対し

て無関心なままにとどまる。つまり数は他のものへと関係づけられていない。」（126/224） 

 

 一が単位となって或る数を規定し、その数を他の数から区別されるものにする。だが或

る数が他の数から区別されるのは、それらの数そのものの本質によってそうなのではなく、

比較する反省、外的反省によるのだと言っている。この場合の外的反省はもちろん「単な

る主観的反省」というだけではなく、比較の基準が当の数に対して外的だという意味であ

る。例えば、リンゴ 5 個に対してミカン 5 個があるとする。その場合は果実の個体一つが

単位となっている。しかしもし子供らが「リンゴの方がミカンより大きいので一つずつ分

けるのは不公平だ」と言ったら、大人は単位を変えて、リンゴはミカンの 2 倍の大きさが

あるから、リンゴ半分にミカン 1 個が公正なだと考える。こうした数勘定、量査定は基準、

単位の取り方によってどうとでも変わってしまう。だから 100 を 1 の 100 倍と考えるか、

20 の 5 倍と考えるかは、100 という数にとってどうでもいいことである。もっとも 100 が

1 の 100 倍であり、20 の 5 倍であるというのは、まさに 100 という数の本質ではないかと

いう異論がでるであろう。しかしヘーゲルは数をそう捉えない。数はあくまでも抽象的に

自己同一なものにとどまり、これに対して他のものとの関係によって規定されるのは質的

存在だと考えるのである。それはヘーゲルにとっては当然の帰結である。なぜなら彼は最

初から質的存在をいっさい捨象したもの、他のものに無関心なものを表すカテゴリーが量

であると規定したからである。数が外的反省に属すると言うことは何ら数を貶めることで

はなく、外的反省であるからこそ数を使って私たちは自由に量を測り、異なる量を比較す

ることができるようになる。この数の本質的性格についても本稿の最後の「中間考察」に

おいてもう一度扱うことにする。 

次の段落ではこの無関心性」にさらに説明を加えている。 

 

 「〔11〕④この無関心性がどこに成り立っているのかというと、量の否定、すなわち一
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が自己へと無限に関係づけられていて、他在を揚棄されたものとして自分自身のもとにも

っているということにおいてである。そのうえ対自存在的な一の固有の反発もまた揚棄さ

れてしまっている。⑤その限りで数の一は数的な
、、、

一である。〔それは〕絶対的にそれ自体

でとしてそれだけで規定されたものであり、それは同時に直接態という形式をもっている。

それゆえにこれにとっては他のものへの関係は完全に外的なのである。」（126-127/224） 

  

 ヘーゲルは数が他のものとの関係に関わりあわないということの根拠を、「量の否定」の

有り方に求めている。量の否定というのは量を否定することではなく、量における否定の

仕方という意味である。量の前提となる対自存在は、他のものをすべて自己の契機として

取り込んで自立化した有機体であった。こうした「媒介された自己関係」からこの他者と

の媒介関係の契機が捨象され、自己関係のみが残されるのが「量の否定」である。他のも

のへの関係が捨象されて自己関係のみが残されるならば存在は質的規定を失った直接態と

なるが、それがヘーゲルの言う量である。そうなると他もののとの媒介関係は自分自身の

内的本質からは出てこなくなるので、外的な操作にゆだねられることになる。ヘーゲルに

とってはこうした抽象的に自立した一こそが「数的な一」なのである。 

だが、「数的一は単位と集合数という区別された契機をもっており、区別があるというこ

とは質的規定もあるのではないか」という疑問が出てくることをヘーゲルも思ったのであ

ろう、それに答えて、単位と集合数の区別も質的区別ではなく量的である、と答えている

（〔11〕⑥、⑦）。なぜなら、すでに指摘されていたように、単位は同時に集合数であり、

集合数は単位であって、いわばひとつのものが外的に区別されて二つの契機とされている

だけだから、それは質的な区別であるとは言えないからである。 

そして次に〔12〕でヘーゲルは量が無限性であることを述べてこの節を締めくくる。 

  

 「〔12〕⑦量は自己のうちでの無限性である。⑧数は〔この無限性であるが〕、もっと詳

しく言うと、自分自身の内部で自体的に規定されたものとしての、そしてまた規定された

存在が絶対的に揚棄されていることとしての、言いかえれば規定された存在の絶対的な外

面性としての、この無限性である。」（127/225） 

 

 量は無限性であった。もちろん質的無限性ではなくて、どこまでいっても質的に区別さ

れることなく増減し続けるものとしての無限進行という意味での無限性である。数も量で

あるからそうした無限性なのであるが、ヘーゲルはそれについてはこう説明している。す

なわち、数は「自分自身の内部で自体的に規定されたもの」、すなわち自分の外部に自分の

契機をもたず、他者という存在をもたない自体存在であり、「規定されて存在する」という

形式が完全に否定し尽くされ、自分の作りあげた内的な媒介が消滅して、自己関係である

という外面性だけがカテゴリーとして残っている、そういった無限性だというのである。

だからその無限性は質的差異を欠いた量の増減という無限進行にしかならないわけである。 

 

  以上のように、ヘーゲルは数を二重の二重性（自己矛盾的性格）をもつものとして規定

した。第一の二重性は単位と集合数であり、この両契機の統一として数は一と多という矛

盾し合うものの同一性である。第二の二重性は自己同一的な数と他の数との関係である。
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或る数は一つの数としては他の数とは完全に区別されるのであるが、同時に他の数との関

係の内でしかこの自己同一性は成立しない。3 は 3 以外の何ものでもない対自存在である

が、2、3、4…と続く連続のなかの一契機として位置づけられなければ 3 ではない。数のこ

の自己矛盾的性格をなおも展開していくことが以下の課題となる。 

 

補論：「注解の議論」から 

ヘーゲルは「A 数」に二つの注解を付けている。そのうち「注解２」では哲学的原理を数で叙述する

というやり方について言及されている13。ここを読むと、ヘーゲルの数に対する姿勢がよくわかる。 

ヘーゲルは古代においてピュタゴラス派が主張したように、理性の関係や哲学上の原理を数で表すこ

と、あるいは近世において試みられたような、数えることを思考と同義と見なすこと、精神の活動と見

なすことはできるのかという問いに答える。まず彼は「算術」Arithmetik を取り上げているが、ヘーゲル

によれば思考は算術においては「同時に自分自身を極度にまで放棄 Entäusserung ような活動」（129/228）、

「無思想
、、、

のなかを動き回り
、、、、

いかなる必然性も持ちえないものを結びつけるという乱暴な活動」（同）にな

ってしまう。なぜなら「数は本質的に関係を欠いたものを原理としてもっている」（同）にもかかわらず、

そこに関係を見出そうとするのが算術のやることだからである〔3〕。 

 数はありとあらゆる感性的な多様性を捨象しているからたしかに思想のかたちをとってはいる。しか

しながらヘーゲルに言わせれば数は「自分自身を放棄〔外化〕するという純粋思想」（同）、質的規定態

を持たず量に特化された抽象的な思想にすぎない〔4〕。たしかにその抽象性のゆえにかえって思考は数

に魅入られもする。「精神は自分の純粋な表象
、、

のための、自分の本質を表現する
、、、、、、、、、、

ための境地を求め、それ

によって感性的世界を超えて高まり、そして自分の本質を認識するのであるが、それゆえに思想そのも

のをこの境地として捉え、自己を叙述するために純粋に精神的な表現を獲得する前に、数
、
というこの内

的で抽象的な外面性を選びとるという思いつきをしてしまうことがあり得る」（同）〔5〕。しかし数は全

く概念を欠いた抽象的なものなのであるから、数によって理性を表現することはできない。なぜなら理

性は概念的なものであり思想だからである。思想というのは「もっとも生動的なもの、もっとも動き回

るもの、関係運動においてのみ概念把握されるもの」（129-130/229）であり、要するに存在するものの関

係の統体を捉えるのをその使命としている。ところが数はあらゆる関係性を捨象しているものであるか

ら、その数で関係性を捉えようとするならば一方ではそれは混乱したものになり、他方では何でもあり

のナンセンスなものとなってしまうとヘーゲルは言う〔6〕。関係づける思考が自分とは正反対の没関係

性のなかで動かなければならないとすれば、思考の「狂気の労働」（130/229）に陥る。例えばキリスト教

の三位一体の教義に意味があるとしても、それを「三が一であり、一が三であるゆえんを理解せよ」と

いう問題が出されても、誰もそんな問いには答えられない〔7〕。だから思想はこの数という抽象的な無

思想を克服し、思想の諸規定を、存在、成といった形態で理解しなければならないとヘーゲルは釘を刺

し〔7〕、最後に次のようにまとめている。――「〔8〕③…数えるということは、一面ではその質料また

は境地が抽象的なものであるという点で、思考または意識の他の諸機能に勝っているが、他面では一が

没概念的であることによってそれに劣っている。一はたしかに純粋に自己と同一的なものであり、他の

ものすなわち多くのものにおいて自己を繰り返すものであるが、しかしこの点で本質的に自己を没関係

的なもののままに維持していて、自分の他者そのものにとってはどこまでも外的なままであり、そのた

めに思考の真の統一、すなわち概念的に把握する統一は一のうちにあるはずがないのである。」（130/230） 

 
13 「注解１」では、空間の大きさを規定するためには数が必要だから、数の大きさは空間の大きさを包

括するより完全な量の規定だという理解、すなわち幾何学的対象を代数学によって理解しようとする態

度が披露されている。 
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 数の「教育的な効果」に関しては、数は非感性的な対象であり、数えるということも非感性的な作業

であるから、精神が自己の内へ反省し、内面的で抽象的な仕事へ向かうきっかけとなるとヘーゲルはそ

の効用を認めはする。だが数を使っての作業は「〔9〕③没思想的な機械的な業」（131/230）なるので、計

算にいそしむことは人間の努力をかえって「〔9〕③精神の躍動を止め、概念を抑圧し、没概念的なもの

に固執し、これを没概念的に結びつける」（同）ことに振り向けてしまう。計算が機械的な作業であるた

めに、それはマシーンにでもできるし、実際計算機械が作られているわけなので、「〔9〕⑤計算が精神の

主要な仕事にされ、自己を完成して機械にしたてるという苦痛が精神に負わされるならば、どんな状態

になるかは決まっているだろう」（131/231）という、算数嫌いの子供が聞いたら大喜びするであろう警句

を吐いている。もちろんここでヘーゲルが言っているのは単なる計算術の事であって、自然法則を表す

数式などが問題になっているのではない。 

 

B. 外延的定量と内包的定量 Extensives und intensives Quantum 

 

こうして定量はまず数として規定されるが、次に「B」では連続量から発展してでてく

る定量の内的な区別項として「外延的定量」と「内包的定量」が採り上げられる。つまり

ヘーゲルは「外延量」と「内包量」をはじめから定量のもとにあるカテゴリーとして扱う

のであり、それが彼の議論の特徴となっている。 

最初に「1．両者の区別」というタイトルのもと、外延量と内包量の概念が規定される。 

 

1. 外延的定量と内包的定量との区別 Unterschied derselben 

 

外延量としての数〔1〕～〔3〕 

 「１．両者の区別」のなかでさらに〔1〕～〔3〕に「1」という番号が打たれて、〔1〕と

〔2〕で外延量とは何かが明らかにされる。 

 

 「〔1〕1. ①定量は、限界としての自分の規定態を集合数
、、、

においてもっている。②定量は、

自己において分離的なものであり、限界づけられている多くのものである。先に述べたよ

うに、この多くのものは、自分の限界とは異なっていて限界を自分の外にもつというよう

な存在をそれ自身にそなえてはいない。③というのも、まさに数の内部でこそ、数多性は

単位〔統一〕に対立する規定態をなすからである。単位〔統一〕としての一は、確かに自

体的に数的一として規定されてはいるが、しかし単位〔統一〕としては、それは自己のう

ちに区別をそなえていない無規定的な連続性である。一は、数多性によって区別、〔つま

り〕他在を含む。④それゆえに数多性は数それ自身において限界〔あるいは〕否定の契機

を含んでいる。だから区別それ自体は集合数において成り立つのである。」（131/170） 

 

 逐条的に解説すると、①或る量がどれくらいあるかを決めているもの、つまり定量の限

界づけているものは集合数である。②集合数という多くのものは一つ一つが独立して他の

ものと関わりあわない分離的なものであるから、自分の外に自分の限界づける他者という

ものをもたない。なぜなら、そういう他者を限界として持つとすれば、それは質的規定態

になってしまうからである。③いまや定量は数として規定されており、数のもとで多くも
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のが「集合数」として規定されるのは、それが単位とは区別された規定態として位置づけ

られるからである。多くのものが限界で囲まれて「集合数」となったとき、量はある一定

の量だと見なされるようになる。例えば 12 という集合数は 1 ダースという規定態となり、

そして 1 ダースの限界となっている。この際「1 ダース」というのが単位（統一）である。

この単位はたしかに 12 個あっても「1」ダースというように「一」と規定されるが、単位

そのものは自己の内に区別をもっていない一塊の連続性という意味しか持たないのであっ

て、そのうちに区別があるのは数多性が単位に対する他在として規定されているからであ

る。④すでに前章において規定されたように、単位としての一は「数的一」であり、無限

に増減しうる「無規定的な連続性」である。だから区別は単位ではないところに、すなわ

ち数多性の方に求められなければならない。つまり 1 ダースという単位は区別をもたない

が、12 という数多性には区別、否定の契機がある。単位は定量における統一の契機を表し、

それに対置される他方の契機である数多性が区別の契機を表すわけである。区別（数多性）

と統一（単位）との統一は数においてはすでに成立しているのだから、数多性が単位と一

つに成って一つの集合数となり、定量となることが今や論理的に規定できるようになる。 

このように集合数と単位との統一をはっきりと論理的に定義した上で、ヘーゲルはその

定量を「外延量」と規定する。 

 

 「〔2〕したがって、定量は多重なもの（Vielfaches）であり、この数多性は定量の限界

と一つになっている。定量は、限界として、〔つまり〕規定された定量として、多重なも

のそれ自体である。こうして定量は外延的な大きさ
、、、、、、、

である。」（同） 

 

 定量はすでに集合数と単位との統一という構造をもっていて、例えば 1 ダースという定

量は 12 個のものが集まって構成されているわけであるから、単一なもの（Einfaches）では

ない。このような限界づけられた数多性をヘーゲルはここで「多重なもの」と呼んでいる。

しかしこの多重なものは、やはり一つにまとめられて限界をもち、規定された量として定

量となっているが、同時にあくまでも数多性は保持している多重なものである。そのよう

な限界の内にあってしかも数多性をそなえている量をヘーゲルは「外延的な大きさ」（外延

量）と規定するのである14。 

 なお〔3〕でヘーゲルは外延的な大きさについて「〔3〕①外延的な大きさ
、、、、、、、

は、連続的な
、、、、

大きさから区別されなければならない」（131/231）と言っている。今日では一般に外延量

は内包量とともに連続量の下位区分と定義されているから一瞬とまどうが、ヘーゲルはそ

の一般的分類に反したことを言っているわけではない。単なる連続的な大きさとは「③限

界を考慮せずに進行する量」（132/232）であり、「③分離性が自分のもとに措定されていな
、、、、、、、、、、、、、、、、、

 
14 ヘーゲル「B」節のタイトルを「外延的な定量と内包的な定量」としておきながら、本文では「外延

的な大きさ」と「内包的な大きさ」を（初版においても二版においても）使っている。これは先に考察

したように（本稿 113 頁）、「大きさ」という言い方の特徴の一つが「定量をイメージさせる」と言うこ

とを逆手にとって、定量を「大きさ」と言い変えたにすぎないと見ることができる。しかしそれらと「外

延的な定量」と「内包的な定量」とが論理的に厳格な基準に従って使い分けられているわけではないの

で、以下の解説では「外延的な大きさ」の意味で「外延量」を、そして「内包的な大きさ」の意味で「内

包量」という言葉を使う。なお、下に出てくる「連続的な大きさ」という言い方は、分離性と対立的な

連続性を表すものであり、連続量とは区別されている。なぜならヘーゲルは「大きさ」が連続性と分離

性との統一だとはっきり規定されたとき、「大きさ」を「量」と言いかえるとしていたからである。 



138                 黒崎剛 

い
、
」（同）量だからである。連続量、そして分離量も、連続性と分離性のうちの片方の契

機しか表現していない規定であるが、それに対して定量はすでにその両契機の統一として

数になっていた。そしてその数がさしあたっては外延量として現れるのであって、外延量

はすでに連続性と分離性との統一だとはっきりと規定されている。この点で単なる連続的

大きさとは違うと言うのである。「〔3〕⑥しかし、連続的な大きさも離散的な大きさも定
、

量
、
なのであるから、その限りにおいてそれらは定量の真の規定に従って数なのであり、そ

して数はまずは外延的
、、、

な
、
定量として存在する。――〔外延的な定量は〕本質的に集合数と

して、ただし一個同一の単位の集合数として存在する規定態なのである」（同）。外延量は

数として連続性とともに分離性をも含んでいて、同一の単位によってまとめられている集

合数なのである。そう言われると外延量と数はおなじものなのかという疑問が湧いてくる

が、幸い二版においてその疑問にヘーゲルは答えている。外延量が「数から区別されるの

は、もっぱら後者〔数〕においては規定態がはっきりと数多性として措定されているとい

うことによる」（2:209/51）。数は単位と集合数との統一として明確に定義されているが、

外延量はそれが再び直接的な統一に還帰し、同じ単位のもとでの数多性だと見なされた場

合の数だということになる。 

ヘーゲルのこの規定は私たちが普通に「外延量」と言っているものの定義に一致してい

ると考えてよいだろう。そうした量的な広がりをもつものは単純に増減しうるもの一般で

あるから、現在小学校で教えられているように、「足し算と引き算のできる量」である。例

としては、様々な連続量のうち、物理学の基本的な量である長さ（距離）、時間、重さ（質

量）は外延量である（ただし、長さはそれに厚みなどを考えないで二次元的に捉えた場合、

時間は「空間のゆがみ」などを考えず一様に継起するものとして理解された場合である。）

また面積（二次元的に理解）、体積、角度など、それにものの値段もそうであるし、「エネ

ルギー保存の法則」におけるエネルギーなども外延量の内に入る15。 

 

内包量の概念 

 次いで「2」と番号が打たれたところで、外延量が内包量へと展開される。 

 

 「〔4〕2．①外延的な定量は、自分のうちで多重な限界である。②それは区別された他

のものを自分自身のもとにもっていて、それゆえに数は、完全に自体的にそれ自身で規定

された定量である。③或るものがどれほど大きいかを数によって規定したその規定態は、

或る他の大きさからの区別を必要とせず、そのため、この大きさの規定態には或るもの自

身と他の或る大きさが帰属した。それは、自体的に規定された限界であり、それゆえに無

関心的で、単一に自分へと関係した限界である。」（132/233） 

 

ここで全体としてヘーゲルは区別されたものが自己へと還帰してまたしても単一性とい

う形式を採るという媒介の論理から内包量を導き出そうとしている。 

すでに述べられていたように、①外延量というのはそのうちに多くのものを契機として

 
15 ただし、重さ（質量）は密度×体積で求められ、体積は重さ÷密度で求められるから、掛け算・割り

算と関わりない数ということではない。 
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含んでい場柄も一つの限界をもった定量であった。②しかしそれは自分に対して質的な
、、、

限

界となるような区別された他の一をもたず、その限界は増減によって簡単に越えられる、

あってないようなものであった。その性格は「数」という規定によってはっきりと表現さ

れる。例えば外延量 10 は 9 の後そして 11 の前に位置づくのであって、9 と 11 との区別を

前提しなければ 10 は成り立たない。その意味でヘーゲルは外延量が「区別された他のも

のを自分自身のもとにもっている」と言っているのだろうと思われる。通常「他のものを

自分のもとにもつ」というのは媒介された統一、本質的＝相関的な関係を言い表す言葉で

ある。しかし数はその規定からいって他のものに無関心だと規定されていたわけだから、

数の場合はこの関係は本質的=相関的なものではなく、外的比較によって成立する、本質

的には無関心な関係のことにとどまる。だがその無関心性こそがまさしく集合数と単位と

の統一としての数の本来の規定であった。③だから「或るものがどれほど大きいかを数に

よって規定したその規定態」とは外延量のことを指している。外延量は、どれをとってみ

てもそれはひとつのまとまりをもった数である。10 は 10 であって、9 や 11 といった他の

大きさと比較されて 10 だと決定されるのではなく、単に 10 は 10 としてそれ自体で一つの

規定態として独立している。それでヘーゲルは外延量は「無関心的で、単一に自分へと関

係した限界」だと言っている。そこで外延量がもつこの契機を取り出して考えてみると、

それは単なる集合数にすぎないのではなく、集合数に対する統一の側面があることがはっ

きり見えてくる。続きを読んでみよう。 

 

「〔4〕④しかし、限界の多くのものは、多くのもの一般と同じように、自己のうちで不

等なものではなくて連続的なものである。数多なるもののそれぞれは、他のものがそれで

あるところのものである。それゆえに多くの相互外在的なものとしての、あるいは分離的

なものとして多くのものが規定態そのものを作りなすわけではない。⑤したがってこの多

くのものは、それだけで〔対自的に〕自分の連続性へと合一し、単一な統一になる。⑥――

しかし多くのものは、ここではそもそも多くのものそれ自身であったわけではなく、多く

のものの規定であり、単位に対する集合数であった。⑦しかしながら数は単位と集合数と

が一つであることであり、言いかえれば、これらの両規定の差異性から自己へと還帰した

統一である。⑧集合数はそこでは契機にすぎない、言いかえれば、揚棄されている。した
、、

がってそれ
、、、、、

〔集合数〕は数的一の集まりとして数の
、、、、、、、、、、、、、

規定態
、、、

をなすのではない
、、、、、、、、

。そうではな

くて数的一の集合は、無関心的な互いに外的なものとして、数という自分へと還帰した存

在のうちで揚棄されている。多性の一をつくりなす外面性は、数の自分自身への関係のう

ちで消失している。」（132/232-233） 

 

④限界を作り出す多くのものは、単なる多くのもの一般のように個々バラバラの一がた

くさんあるというものではなく、どれもが同じ自己同等的な存在として「一」であり、他

の一との連続性をもっている。多くのものが単にバラバラの多くのものにすぎないのであ

ったら、一つの規定態を作りだすことはできない。⑤だから多くのものは改めて連続する

単一な統一へ集約されてはじめて一つの定量として規定されることができる。⑥しかしこ

こでは「多くのもの」というのはいまやバラバラの多数の一ではなく、単位を対立項とし

てもつ集合数としての多くのものという意味をもつ。⑦ところで、数はすでに単位と集合
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数との統一と規定されていた。⑧この統一の概念を展開したここでは集合数はすでに単位

に対する自立性を失い、一の単なる集合ではなく、そうした分離性が再びここで否定され、

統一された一体性をもつ。それもまた数の一種ではあるが、この場合多くの数のたがいに

対する自立性（外面性）が否定されてひとまとまりのものと考えられることになる。 

 

 「〔5〕①それゆえ、外延的なものとして自分の規定態を自分自身にとって外面的な集合

数のもとにもっていた定量は、単一な規定態
、、、、、、

へと移行する。②限界のこの単一な規定にお

いては定量は内包的な大きさ
、、、、、、、

である。そして、以前は集合数として存在していた限界もし

くは規定態それ自身は、ある単一なもの、すなわち度
、
（der Grad）である。」（132/233） 

 

 ひとまとまりのものとなった集合数はもはや単なる集合数ではなく、単一な規定態とな

る。したがってそれはいまや外延をもった大きさと規定することはできない。その単一と

なった大きさを表現する規定が「内包」である。ヘーゲルはこうして外延量を内包量に転

化させ、それをまた「度」Grad とも呼ぶ。例えば気温 18 度というのは、1 度が 18 個集ま

った集合数ではないし、10 度と 8 度を足しても 18 度にはならないから、外延量でもない。

18 度というのはあくまでも「第 18 番目の度」として単一の規定態であって、それが内包

量である16。 

 この「度」について、〔6〕では若干の解説が付け加えられている。――「度」とは定量

であるが、単なる「集まり」（Menge）、「自分自身の内部での多数のもの」といったバラバ

ラの数の集合ではなく、「多数性」（Mehrheit）であると彼は言う。すでに出ている数多性

Vielheit とは違って、多数性とは「①単一な規定のうちに集約された多数のもの」（132/233）

である。例えば気温 10 度、20 度という定量は、集合数や総和（Summe）を表しているの

ではないから、外延量ではない。たしかに 10 度とか 20 度とか言えば、数字の上では 10、

20 といった集合数と同じ規定態を表してはいるが、「④しかし、それ〔度〕はそれ〔10 や

20 といった集合数〕を多数のもののまま含むのではなく、揚棄された集合数としての数、

単一な規定態としての数なのである」（133/233）。度の表す 10 や 20 という数は 1 が 10 個、

20 個集まった多数のものとしての数なのではなく、この定量は「③10 番目の度、20 番目

の度という一つのものであるにすぎない」（同）。 

 

定量の概念の実現としての内包量〔7〕～〔9〕 

 続く〔7〕と〔8〕でヘーゲルはこの内包量の概念が定量あるいは数の概念の発展形であ

り、その概念の実現形態であることを述べている。 

 

 「〔7〕③内包的定量は依然として規定された定量である。④しかし、定量の規定態は自

己に外的で無関心的な他在である。⑤自己自身において単一であり、この外的な他在
、、、、、

をも

はや自分の内にもたない度
、、、、、、、、、、

は、この他在を自分の外に
、、、、、

もっており、自分の規定態としての

この他在へと関係する。⑥したがって、度とは外的な数多性である。しかしその結果、こ

 
16 なお、日本語の「度」を表すドイツ語としては Grad の他に Maß があるが、マースはヘーゲル論理学

では量の後に出てくる「度量」に当てられる。 
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の外的なものは同時に単一な限界を、〔つまり〕度がそれ単独でそうであるような規定態

をなす。」（133/234） 

 

さて、③④内包量とは定量であり、そして定量とは「自己に外的で無関心的な他在」を自

分の規定態としていて、互いに関わりあわないバラバラの数を前提とする。⑤ところが内

包量としての度は自己内にある区別を否定して自己同一性に還帰した定量であるから、他

在を自己の内にもたない。だから度は他在を自己の外にもち、この外なる他在に関わり、

それを自分の契機として成立するということになる。10 度という温度は自己関係している

ものとしては他の温度から自立した数ではあるが、しかしそれ自体で 10 度という自分の規

定を確立することはできず、9 度や 11 度といった外的な他在を伴ってはじめて 10 度とし

ての意味を持つ。⑥その意味では度も外的な数多性を表す量である。ただそれを否定して

自己関係する媒介の契機が加わっていることによって外延量と区別され、単一な限界をそ

なえた規定態となり、10 度なら 10 度という自立した規定態だと認知されることになる。 

ヘーゲルはこの後（〔7〕⑦～⑨）で集合数の話を始めるが、数一般の話に戻ったのでは

なく、度という新しい段階に到達したときにかつての集合数がどのようにその意味を変え

るかを述べているのである。つまり、集合数はいま度の段階にあっては数一般のときとは

違い、単純に数の集合を指すのではない。そのことをヘーゲル「〔7〕⑧集合数が数の外で

措定されている」（133/234）と言っているが、それは集合数が集合数でなくなったこと、

例えば 10 度は 1 が 10 集まった数ではなくて、10 度という単一な規定となっていることを

示している。そして度における自己関係と集合数との関係を次のようにまとめている。

「〔7〕⑨数は一、〔つまり〕自己へと反省した自己自身への関係なのだから、そのことに

よって数は集合数の無関心性と外面性を自己から排除するのであり、そして自己自身を通

じての外的なものへの関係としての、自分への関係なのである」（133/234）。10 度という

のは自立した一つの定量であるが、9 度や 11 度という他の数との関係を媒介として成立す

る。他者関係と自己関係の同一性の論理はすでに質の領域で確立していたが、ここでもそ

の論理が駆使されている。ただし質の段階で直接的に同一だとされていたこの二つの関係

は、ここ量の段階ではそれぞれが自立して現われるという論理段階として使われている。

そのために 10 度は 9 度や 11 度と媒介されながら、その結果として媒介者に対して無関心

に 10 度という数として自立しているという見かけをとるのである。 

 このようなものかたちで自己関係と他者関係との同一化しているものが度なのであるが、

続く〔8〕でヘーゲルは、「〔8〕①この点に定量は自分の概念に適った実在性をもつ」（133/234）

と述べている。それがどういう意味かを確認しておこう。或る定量の大きさを決めている

ものは、それ自身がもっている集合数である。その集合数が 3 であるか 4 であるか、はた

また 12 であるかは他の数との比較から規定されるのではなく、或る単位によって規定され

る。単位によって規定された集合数は自己関係をもっているが、他の集合数と質的に区別

されるような独自の規定態をもっているわけではない。そこでヘーゲルはこういう。「〔8〕

⑤この外面性は内面的な外面性、〔つまり〕自分自身へと関係する外面性であるから、そ

れは自分自身の外面性である。⑥それゆえ、この外面性は内包的な大きさ、〔つまり〕自

分自身への関係としての単一な規定態であるが、単一な規定態は同じく自分の規定態を外

的なものにおいてもっている。〔つまりそれは〕自分自身のもとで、自己に外的な規定態
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であるところの規定態なのである」（133/234-235）。10 度において「10」は偶然的な集合数

にすぎないが、それが一つのまとまりをもつ自立した、自己関係するものとして、10 度と

いう内包量をもち、度となる。この事態をヘーゲルは「自己に外的」だと言っている。だ

が同時に 10 を 10 にするものは 9 や 11 という外的なものである。他の度から自立した内的

なものとしての度は外的な他の度によってはじめて規定されるのであり、つまり外面性が

すなわち度の内面性（本質）である。この意味で度は自分のうちに存在根拠をもたない「自

己に外的な規定態」なのだとヘーゲルは言うわけである。 

〔9〕ではこれまで述べられてきたことが総括される。 

 

 「〔9〕①したがって度はもろもろの強度の多数性（Mehrheit）のあいだで単一な、大き

さの規定態 Größenbestimmtheit である。この強度は、〔互いに〕異なってはいるが、互い

に本質的な関係のうちにあり、そのため、それぞれの強度は他の強度とのこの連続性のう

ちに自分の規定態をもつ。②度が自分自身を通じて自分の他者へとこのように関係するこ

とは、度の目盛りの上げ下げを、恒常的な進行へと、〔つまり〕途切れなく分割されえな

い変化である流動にする。③この流動の中で区別される多数のもののそれぞれは、それだ

から〔区別されているといっても〕他のものから分離されることはなく、自分の規定され

た存在をただこの他者のうちにのみもつ。④自分へと関係する大きさの規定としては、そ

れぞれの度は他の度に対して無関心的である。しかし度は同じく自体的にはこの外面性へ

と関係づけられていて、この外面性において自分の規定態をもつ。したがって、それぞれ

の度の自分への関係は、同じく外的なものに対して無関心的ではない関係である。⑤外的

なものは度の単一性において揚棄されている。だが同じくまた外的なものは外的なものと

しては自分の外で揚棄されている。というのも、外的なものは単一な規定態への本質的な

関係のうちにあるからであり、それゆえ同じくこの規定態にとって外的ではないからであ

る。」（134/235） 

 

①度というのは、いろいろな強度があるなかで、一つの単一な規定態である。気温 10

度というのは、いろいろな気温がある中での一つの温度である。だが 10 度というのは孤立

した温度ではなく、当然 9 度や 11 度の温度と本質的に関係していて、それらとの連続性の

なかで 10 度という規定態をもっている。②だから度も連続性をもっており、その連続性は

目盛の増減という流動性として現れる。③そしてそれらの温度は他のものと関係しあい、

その関係のなかでのみ規定される。10 度という規定は 9 度や 11 度から独立しているとは

いえ、それらとの関係抜きでは規定されえない。④つまり各々の度は自己関係をもってい

るがゆえに自立的で他の度に無関心だという形式をとっているが、しかしこの自立性は他

のものとの関係のなかでしか成立しない。10 度が独立した内包量だと言っても、それは 9

度や 11 度の関係のなかでしか存在しない。⑤だから内包量としての度というカテゴリーは

10度なら 10度という自分の単一性を成立させるためにたしかに外的なもの（9度や 11度）

による媒介をいったんは否定している。しかしこの外的なものは他の度にとって本質的な

ものとして関係している。結局度にとっては「外的なものが内的である」あるいは「内的

なものが外的である」という弁証法が貫徹しているのである。 
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2. 外延的な大きさと内包的な大きさとの同一性 Identität der extensiven und intensiven 

Größe 

 

 次にヘーゲルが述べるのは、外延的な大きさと内包的な大きさとの同一性を示すことで

あるが、ただし「同一性」というのは、前者が後者へ移行するということである。 

 

内包的な大きさの二重性〔1〕 

 これまで述べられたことから明らかなように、内包的大きさは一と多数性という二重性

をそなえている。 

 

「〔1〕①内包的な大きさとは、外延的な大きさの集合数が単一性へと集約されたもので

あり、自分の規定態を自分自身のもとで多数のもの（Mehreres）としてはもたない規定さ

れた一である。度は、自分の内部では自己に外的なものではない。②しかしながら、度は、

単に無規定的な一、〔つまり〕数一般の原理にすぎないのではない。この原理は、集合数

ではないという否定的な集合数でしかないものであるから、集合数ではないのである。③

――しかし、内包的な大きさは同時に自分の規定態を集合数のうちにのみもっている。④

内包的な大きさは多くのものが単一な一となったものである。多くの度が存在するが、そ

れらは単一な一としても多くのものとしても規定されてはおらず、ただこの自己外存在の

関係のうちにのみ、もしくは、一と多数性との同一性のうちにのみ規定されている。⑤だ

から、多くのものそのものが単一な度の外にあるというのであれば、度の規定態はそれら

多くのものへの関係のうちで成り立っていることになる。したがって度は集合数を含む。」

（134/235-236） 

 

内包量は①一方では集合のなかにある一つ一つの数（「多くのもの」）が数として独立し

た存在ではなくなり、それらの統一が措定されたときに成立する。②③しかし、内包量は

統一だからと言ってその内部に何もない無規定的な「一」にすぎないのではない。内包量

においては集合数の契機は単位という統一によって数としての自立性を否定されてはいる

が、他方で内包量は依然として集合数によって規定される量でもあるとヘーゲルは指摘す

る。なぜなら、内包量はそれが統一体であるためには多くのものがあること、集合数の存

在を前提としているからである。④つまり内包量は多くのものの一つ一つが数としての自

立性を否定されて一個のまとまりとして立てられた数なのであるから、集合数がなければ

内包量も成立しない。例えば 20度の温度は 19度とも 21度とも違う独立した温度であるが、

しかしやはり 20 という集合数を契機としてもっている。したがってそれは統一（単位）と

集合数、言いかえれば一と多数性とを両契機として持つ統一だというわけであるである。

⑤「多くのもの」とはまとまりのない数であるが、この多くのものという契機は度の内に

はなく、その外にある。つまり 19 度、20 度、21 度という温度の各々は連続して増減する

温度のなかの一つとして規定されてもいるように、度はそうした多くの数との関係のなか

で成り立っているのである。 

だからヘーゲルは続く⑥ではこう言っている。――外延的な大きさとしての 20 は分離的

な 1 を 20 個含んでいるわけだが、しかし 20 度と規定された数はその 20 個の 1 を連続的な
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ものとしてしか含んでいない。つまり 20 度という内包量は 20 番目の度（序数）という単

一なあり方をしている限りたしかに連続的であり、不可分の一体性ではあるが、しかし他

方では 20 度はやはり 19 や 21 とは区別される 20 という集合数（基数）としても存在して

いる。内包量はこうした互いに区別される二つの契機をもった量である。そして⑦では彼

はこう言っている。すなわち、度の規定のなかではまとめられている集合数は、「ただ数

的一の集まりとしてのみ集合数であり、この集合は同様に度という最初の単一性の外にあ

る」（134/236）と。何度も同じことを行ったり来たりしながら確認しており、文章がよく

推敲されていないのではないかという印象も受けるが、言っていることは単純で、数が単

位と集合数との直接的な統一であったのに対して、内包量とは単位と集合数との外的な統

一、すなわちそれら両契機がまだ分離されたまま互いの自立性を払拭できないまま一つに

されている量だということである。 

 

内包量の二重の側面からの考察〔2〕～〔4〕 

 そして次に内包量が単位と集合数との外的な統一だということから、ヘーゲルは内包量

の規定態を二重の側面から考察する。 

 

「〔2〕②第一に
、、、

それ〔内包的な定量の規定態〕は、他のもろもろの内包的な定量によっ

て規定される。それは自分の他在と連続していて、自分の他在へのこの関係のうちに内包

的な定量の規定態は成り立っている。③それゆえ、それが単一な
、、、

規定態であるかぎり、 そ

れは他の度に対して
、、、、

規定される。それ〔内包的な大きさ〕は他の度を自分から排除し、自

分の規定態をこの排除することのうちにもっている。」（134-135/236） 

 

第一に、内包的大きさが一個の統一、すなわち一つの度であるという側面からみれば、

それは他の内包的大きさによって規定されてはじめて一定の度となる。20 度は 19 度と 21

度と連続し、それらがあるからこそ 20 度という内包量も成り立つ。もちろん他の度との関

係の内にあるということは、自分は他の度ではないものとして他在を排除することで自分

の自己同一性を持つということでもある。 

 

 「〔3〕①しかし第二に
、、、

、それ〔内包的な大きさ〕は、自分自身に即して規定されている。

その限りにおいて、それは自分の
、、、

集合数としての集合数において規定されているのであっ

て、排除された集合数、言いかえれば他の度の集合数のうちで規定されているわけではな

い。②20 番目の度は、20 をそれ自体でみずから含んでいる。この度は 19 番目や 21 番目

など〔の度〕から区別されるばかりでなく、それの規定態は自分の
、、、

無関心的な集合数であ

る。③しかし集合数がそれの
、、、

集合数である限り、しかも規定態は同時に本質的に集合数と

してあるのだから、度は外延的定量である。」（135/236） 

 

 第二に、20 度は 19 度と 21 度との比較において規定されるだけでなく、「20 番目の度」

として 19 度と 21 度から独立に規定されている。つまり 20 度は単に他の度との関係のなか

でまさしくそのとして明らかに（「自分自身に即して」an ihr selbst）規定されるのでが、そ
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れだけではなくて同時にそれ自体としてある独立した存在として（「それ自体として自ら」

an sich selbst）規定されているのであって、その存在は集合数によって支えられている。そ

れでいながら 20 という集合数は 20 度という内包量に対して本質的な関係をもっているわ

けではなく、相変わらず度の規定態とは自立した数にすぎない。しかし 20 度であるという

ためには、集合数 20 はやはり 20 度という内包量自身の集合数、それの必須の契機である。

この事態をヘーゲルは「存在論」特有の短縮した（人をおどろかせる）言い方で「度は外

延的定量である」と言うのである。 

 

 「〔4〕①だから外延的な大きさと内包的な大きさは定量の一個同一の規定態である。そ

れらが区別されるのはただ、一方が単一な規定態のうちにおける定量であり、他方が多重

な規定態のうちにおける〔定量である〕ということによってである。②外延的な大きさは

内包的な大きさへと移行する。なぜならば、外延的な大きさの多はそれ自体においてそれ

自身だけで合一されて統一となり、そして統一に対する多の規定態、〔つまり〕自己に外

的な数的一の規定態として、この統一に対する数の自分自身への関係において、自分の外

に出るからである。③しかし反対にこの単一なものは自分の規定態をただ集合数において、

しかも自分の
、、、

集合数としての集合数においてのみもっている。というのも、同時にそれは

異なって規定された諸々の強度に対して無関心だからである。④したがって、内包的な大

きさは同じく本質的に外延的な大きさなのである。」（135/236-237） 

 

 これがさしあたっての結論である。①外延的な大きさと内包的な大きさは実は同じ規定

態だとヘーゲルは考える。それが違う大きさだとされてしまうのは、同一の規定態が一方

ではその単一性の側面から見られ、他方ではその数多性の側面から見られるという違いに

よってでしかないというのである。②だから一方では外延的な大きさは内包的な大きさに

転化する。なぜなら、内包的な大きさとは集合数である外延的な大きさが一つのまとまり

として見られることによって外延量とはみられなくなった（「自分の外に出る」）ときに成

立する規定態だからである。③だが内包的な大きさはその根拠を集合数という外延的な大

きさにおいてもっている。なぜなら内包的な大きさは或る集合数であるからこそ一定の度

を持つのであって、単に他の度と比較されることだけで自分の規定をもつわけではないか

らである。例えば 20 度は 19 度や 21度と比較されるだけで 20 度と規定されるのではなく、

20 番目の度という、集合数の統一として 20 度であるからである。④こうして「内包量は

外延量である」という判断が成立する。 

ここでヘーゲルが述べている外延量と内包量との関係は「基数」（Kardinalzahl）と「序

数」（Ordinalzahl）との関係として考えることができる。一般的には数は「1 個」や「2 人」

などと表示される「基数」と「第 1 番」、「2 人目」などと表示される「序数」に分けられ、

これらは長さや重さを表す「量」とは区別される。そして外延量は基数で、内包量は序数

で表現される。そうなると、外延量と内包量の同一性について、ヘーゲルが上の引用文で

言っているのは、序数（例えば 20 番目の度）で表示されるものは基数（例えば 20）とし

ても表示されるということにすぎないかのようにも思える。これが序数を基数に還元する

という考え方であるならば、それは古くユークリッドの『原論』において示されている考

え方でもある。ただしヘーゲルは単にその伝統の枠内で序数が基数に還元されると捉えて
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いるというわけではなく、外延量と内包量の各々が他方に転化することを述べているので

ある。そして二種の数、二種の量が全く同格に同一だと言いうよりも、後で述べるように

内包量をより高次の量だと考えているのである。 

 

外延量と内包量との同一性〔5〕（【4】） 

 最後に、〔5〕においては外延量と内包量との区別と同一性が説明されている。 

 

 「〔5〕①外延的な大きさと内包的な大きさの区別は、集合数と単位というそれらの諸契

機の区別に基づいている。それ〔らの各々〕が一方の大きさであり他方の大きさであるの

は、一方の契機において措定されるか他方の契機の規定において措定されるかによってい

る。②だがこの両契機はどちらの大きさにとっても本質的である。規定態は連続的なもの、

あるいは単一な自己関係としての多の規定態でもあれば、分離的なものの、自己に外的な

もののとしての多の規定態でもあるから、〔それぞれの大きさは〕それら両契機の一方の

うちに措定された存在であり、同じく他方〔の契機〕において措定された存在である。い

いかえれば、それ〔ら両方の大きさ〕の定在はこうした二重化された定在であるが、この

定在は定量それ自身の規定態に関して無関心的なのである。」（135/237） 

 

 いま外延量と内包量との同一性がたてられているわけであるが、両者の同一性は当然の

前提として区別もまた含んでいる。①同一化された外延量と内包量との間の区別をヘーゲ

ルは次のように立てている。つまり、どちらも自己のうちに集合数と単位という両契機を

同一のものとして含んでいるが、定量が集合数の契機において捉えられた場合に外延量と

いう規定を与えられ、単位という契機において捉えられた場合に内包量と見られというわ

けである。②しかし外延量と内包量のどちらもその真の姿においては単位と集合数、連続

性と分離性を自分の契機としてもつ全体であり、区別されるといっても同時に一個同一の

ものになっている。そこまではこれまでの延長線上で理解できる。――理解しにくいのは

「それ〔ら両方の大きさ〕の定在はこうした二重化された定在であるが、この定在は定量

それ自身の規定態に関して無関心的なのである」という最後の文である。まず、「それ〔ら

両方の大きさ〕の定在」とは何を指すのかが問題となるが、これは外延量と内包量との同

一性それ自体を一個の定在と見なしているのだと思われる。そしてこの定在が「二重化」

されているというのは、契機として外延量と内包量（あるいは集合数と単位、連続性と分

離性）という定量の区別をもっていることを指すのだろう。しかし最後に言うのは、この

定在が自分の規定態に対して無関心だということである。これは外延量と内包量の同一性

がそれらの区別に対して無関心であるということを意味している。 

ここで一つ問題が出てくる。――そうであるならば、ヘーゲルはここですでに定量の区

別を否定した同一性である「定在」を新しいカテゴリーとして打ち出そうとしているので

はないだろうか。それにもかかわらずなぜ彼はこの同一性に新しいカテゴリー名は与えな

いでただ「定在」としか言わないのだろうか。その理由は単純にドイツ語に（およびラテ

ン語やギリシャ語にも）それに相当する言葉がなかったからなのであろうか。 

 初版のテキストだけを読んでいるとこうした疑問がわくだけで、解答が見つからない。

そこで二判を参照してみると、新たなことが分かってくる。二版では初版の〔2〕と〔3〕
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が一つの段落になっている以外は、ここまでは大きな変化はない。ただ最後の段落、初版

の〔5〕が二版では大きく書き換えられて【4】となっている。それを読んでみよう。 

 

 「【4】①この同一性とともに、質的な或るもの
、、、、、、、

が登場する。というのも、この同一性は

自分の諸区別を否定すること
、、、、、、、、、、、、、

を通じて自己に関係する統一だからである。しかしこうした

諸区別が定在する大きさの規定態 Größenbestimmtheit をつくりなしている。それゆえに

この否定的な同一性は或るもの
、、、、

であり、しかも自分の量的な規定態に対して無関係な或る

ものである。②或るもの
、、、、

は定量である。だが、自体的にあるような質的な定在はそれに対

して無関心なものとして措定されている。③定量や数そのものなどについては、それらの

基体であるような或るものなしでも語ることはできた。④しかし、今や或るものは、こう

した自分の諸規定に対し、それらを否定することによって自己と媒介され
、、、、

、対自的に定在
、、、、、、

するもの
、、、、

として対立する。そして、それは或る定量をもつために、外延量と内包量をもつ

ものとしてある。⑤或るものが定量としてもつ自分の一つの
、、、

規定態は、単位
、、

と集合数
、、、

とい

う区別された契機のかたちで措定されている。この規定態は自体的に
、、、、

同じものであるだけ

ではなく、こうした諸区別のかたちで、外延的定量および内包的定量として、〔自己を〕

措定するこの規定態の運動こそがこの統一に還帰することなのである。この統一は、否定

的な統一として、それらに対して無関心的に措定された或るものにほかならない。」

（2:254-255） 

 

 ここでヘーゲルは初版の「定在」というあいまいな表現に変えて、外延量と内包量との

区別を媒介とした同一性が措定されると、その同一性は一つの定在としての性格を帯び「質

的な或るもの」と規定されるとはっきり述べている。この「質的な或るもの」がすでに質

的に堅固な同一性を獲得し、対自存在するものになっており、この質的存在が単位と集合

数、外延量と内包量という量の区別に対して無関心に振る舞うと彼は言っているのである。

そうであるとすればここに外延量と内包量との同一性として登場したのは新しい論理的カ

テゴリーではなくて、対立する二つの論理的カテゴリーを統一しつつ、それらに無関心的

に振る舞う、基体
、、

というべき存在だということになる。ここで基体というのは例えば大き

くても小さくても家は家である、その場合の家のような或るものであり、量の根底にその

ような量に関わらない或るものが存在していることは当然の前提であり、やがて彼は量の

規定態に質的性格を回復させるのだが、ここでその布石をしていると考えられる。しかし

また論理学にあえて「基体」をもち出すというのは、ヘーゲルらしからぬ発言とも感じら

れる。この疑問については続く「注解」も読みながら考えてみることにしよう。 

 

「外延量と内包量との同一性」とは何か――基数と序数、および基体の問題〔注解〕 

 ヘーゲルはここに付けた「注解」の冒頭〔1〕で、外延量と内包量との関係に関する二つ

の考えを挙げている。1）「あたかも内包的な大きさだけをもつ対象があり、外延的な大き

さだけをもつ他の対象があるかのように、外延的定量と内包的定量を大きさの種類として

区別する」（135/237）という通常の発想、および 2）「例えば空間を満たすという物質の根

本規定において、多くのもの、つまり外延的なものをある内包的なものへと転化させる」
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（同）というカントやシェリングの自然哲学の発想である。ヘーゲルによれば 1）はもち

ろん間違いである。そして 2）は、ヘーゲル自身がこの後の「定量の変化」の節では外延

量を内包量に転化させ、内包量の自己展開として論理を展開し始めるのだから一見したと

ころ同じ立場であるかのように思えるが、ヘーゲルの真意は以下のところにある。 

 

「〔3〕…それ〔外延量と内包量との区別〕は、定量の規定態それ自身にとっては非本質

的であるが、しかし一方の形式は他方の形式にとっては本質的であり、そしてそれゆえに

どんな定在でもその大きさの規定を外延的定量としても内包的定量としても表わす。」

（136/238） 

 

ここで彼が言おうとしていることは、外延量が内包量に還元されていると考えてはなら

ず、内包量自身が常に同時に外延量なのであって、両者を別々の量の規定として考えては

ならないということである。ここで興味深いのは、それぞれの定在が自分の大きさを外延

量や内包量として表示するのであって、外延量と内包量の同一性そのものが新しいカテゴ

リーとして登場することはないということが明らかになったことである。だから今後の展

開は定量が無限進行におちいり、そのなかから定量の相関が「比」という新しいカテゴリ

ーとして登場するというかたちで進行する。 

 さてこの「注解」でヘーゲルは「あらゆるものは、それが大きさの規定において現われ

てくる限り、それ〔外延量と内包量との同一性〕の例として役立つ」（136/238）と述べて

外延量と内包量との同一性の例を以下に六つ挙げている。理解に資するので検討してみよ

う。それらは二つのグループに分けることができる。 

（1）第一のグループには数と円という二つが例として挙げられている。注目すべきは最

初に挙げられる数の例である。 

 

「〔4〕②数
、
そのものはこの二重化された形式を必然的、直接的に自分自身のもとにもって

いる。③数は集合数であり、その限りにおいて数は外延的な大きさである。④しかしなが

ら数はまた一でも[ある]、すなわち、一つの 10 でも[あり]、一つの 100 でも[ある]。その

限りにおいて数は内包的な大きさへの移行の途上にある。というのはこの統一において多

重なものは単一なものに合致するからである。⑤10
、、

番目のもの
、、、、、

、100 番目のものは自分自

身のもとでこの単一なものであり、それは自分の規定態を自分の外にある多くのもの

Mehrere においてもっており、そしてその限りにおいて本来内包的な大きさなのである。

⑥数は 10、100 であり、同時に記数法（Zahlensystem17）における 10 番目のものや 100 番

目のものである。両者は同じものである。どちらの規定も他方の規定と見なされることが

できる。記数法における 10 番目の数は 10 である。」（136/238-239） 

 

 ヘーゲルによれば、1）数において 10 は集合数であり、その限りにおいて外延量である

が、しかし数はまた「一つの 10」という単一なものであり、内包量へと移行しつつある
、、、、、、、

も

 
17 Zahlensystem を寺沢氏は「〔自然〕数系」と訳しているが、一般的な日本語では「記数法」のことであ

る。ヘーゲルたしかにはここで自然数を想定しており、そして以下の例はいわゆる「位取り記数法」の

一つである 10 進法である。 
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のである。そして同時に 10 や 100 は 10 進法という記数法においては 10 番目や 100 番目の

ものであり、両者は同一である。 

そして 2）二つ目には円が例として挙げられる。円の定量は一定の大きさの弧（例えば

60 度の弧）である。度は諸々の 1 の集合数であり、外延量であるが、しかし 1）で述べら

れたように、数が内包量でもある限り、60 度という弧の大きさも内包量として表される〔5〕。 

 この二つは、ヘーゲルが外延量と内包量との同一性として語っているのは基数と序数と

の同一性だということがよく分かる例である。 

（2）第二のグループは次の引用文で始まり、3）から 6）の四つの例が挙げられる。 

 

「〔6〕①現実的な諸対象の大きさは、外延的であり内包的であるという自分たちの二重化

された諸側面を、対象の定在の二重化された諸規定に即して表わす。その一方の規定では、

対象は外面的なもの
、、、、、、

として現れるが、他方の規定では内面的なもの
、、、、、、

として現れる。」

（137/239） 

 

 3）重さとしての質量：重さは、それが 10 ポンドという集合数で表される限りでは外延

量であるが、それが一定の圧力を他のものに及ぼす限りでは、内包量である。また内包量

としての圧力度も、他のものの位置をそれだけ動かしたかによって外延量としてはかられ

る。〔6〕 

4）熱の表記：熱は 10 度、20 度と表記されるが、それらは主観的で単純な感覚としては

内包量である。しかしその度は温度計のなかの液体の延長度合いとして外延的に表記され

る。また低温（内包量）で温められるのは小空間（外延量）であり、高温で温められるの

はより大きな空間であるといったことも挙げられている〔7〕。――こういうことが言える

ならば、政治家が「数は力だ」と言うことも例としてを挙げることができる。数（外延量）

が増えれば政治的圧力（内包量）が高まるのだから。 

 5）音や色：高い音（内包量）は低い音（内包量）よりも強度のある音であり、同時に低

い音より多くの振動数（外延量）をもち、より大きな空間（外延量）に響く。また濃い色

（内包量）を使えば薄い色によるよりも大きな面（外延量）を塗ることができる。あるい

は、明るい光（内包量）の元では暗い光よりも遠く（外延量）を見渡すことができる。 

 6）精神的なもの：性格や才能が高いレベルにあれば、たくさんの定在に関わり、広範囲

に影響を及ぼし、多面的な関わりをもつことができる。深い概念は普遍的な意味をもち、

多くのものに適用される18。 

 これらの例は或るものの量が違った現象形態をとるということ、あるいはそれの一個同

一の量的性格を外延的にも内包的にも理解できるということを示している。 

 

ヘーゲルの内包量概念の問題性 

 
18 二版でヘーゲルはこの後に注解を一つ追加している。カントは『純粋理性批判』第二門「超越論的弁

証論」の第二編「純粋理性の誤謬推理について」で合理的心理学を批判する際に、単一なものとしての

「魂」（Seele）は外延量は含まないが、しかしそれに内包量を認めざるを得ないことを述べている（KdrV, 

B414-415）。しかしヘーゲルによれば魂は道理的心理学が想定しているような直接的存在としての「物」

（Ding）ではなく、その真理は精神である。そして精神には外延量ばかりでなく内包量も認められるべ

きではないと批判しているが、定量に関する重要な問題だとは思えない。（2:216-217/60-61）。 
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 これらの例に関わって、寺沢氏はその訳書の注でヘーゲルの「外延量と内包量との同一

性」という表現に「賛成できない」ことを述べている。その理由は「『長さ』や『重さ』の

ような大きさと、『温度』や『硬度』のような大きさとの区別が否定されるとはわたしは考

えない」からだと言う19。寺沢氏の批判は先の 1）と 2）の例に関してはたしかに当たって

いる。しかし 4）から 6）の例に関しては別な批判が必要であろう。問題はヘーゲル自身が

テキスト本文で「質的な或るもの」を外延量と内包量の「基体」として想定していたこと

にある。ここの例で彼は「現実的な諸対象」をもち出し、それらの対象が自分たちの諸側

面を或る時は外延的、或る時は内包的に表すのだと言っている。この把握の仕方では、「外

延量と内包量との同一性」というのは或るものが備えている性質が現象してくる際の仕方

の違いに還元されているにすぎない。だがそもそもヘーゲルの論理学はそうした「現実的

な諸対象」を基体として想定せず、あくまでも概念そのものから内容を展開していくはず

のものである。したがって基体というのはあくまでも「定量の概念」でなければならず、

定量が自己を外延量と内包量とに区別して現象させるというように説明を貫かなければな

らなかったはずである。4）から 6）の例は外延量と内包量との同一性という考えを我々の

悟性にかなうように説明してくれているが、その代償は論理学としての不徹底である。 

今一つ指摘しておきたいのは、ヘーゲルが内包的定量をただちに「度」と言い変えてい

ることである。日本語においては密度、濃度、速度、温度などの「度」の付く量は内包的

な定量を表すから、一見したところこの言いかえには問題がないように思えるが、混乱を

避けるために、ヘーゲルの規定を離れて用語の整理をしておこう。一般的な内包量の区分

としては現在の日本語の数学用語には「度」の他に「率」、「比」、「割合」がある。「率」に

当たるドイツ語は Verhältnis、Rate があるが、Verhältnis は量の第三章の「量的相関（比）」

を表す言葉として独自にカテゴリー化されている。つまり『大論理学』では「比」は「度」

から区別された発展形として扱われているところにその大きな特徴がある。ところが『エ

ンチクロペディー』の「論理学」においては初版から三版に至るまで量の区は「a.純粋量

－b.定量－c.度」となっており、結局「比」は「度」の区分のもとにあり、区分は一貫して

いない（ただし叙述内容には大きな違いはない）。他方 Rate「率」は術語化されておらず、

例えば日本語でいう「円周率」はドイツ語では Kreiszahl であって、総じて、漢字の「率」

に単一に対応するドイツ語はない。もっとも度、率、割合といった漢語のカテゴリーもそ

う厳格に区別されているわけではなく、文脈によって取り換え可能である。例えば「濃度」

（Dichtigkeit）は単一な度ではなくて諸物質の混合の割合を表すから概念的には「率」の

はずであるが、日本では度という漢語が使われているし、「率」の辞書的説明にはしばしば

「割合」という言葉が使われる。こうしたことを考えるとヘーゲルが内包量を一括して「度」

と言いかえていることにはそれなりの合理性があるように思える。 

ところが、他方で現在の地点から考えるとヘーゲルの「度」の規定には何か「物足りな

さ」を感じる。一般的に、現在は小学校においてさえ外延量は「足し算と引き算のできる

量」であるのに対して、度は「掛け算と割り算によって求められる量」だと教えられてい

る。すなわちある程度厳格に定義すると「度」とは異なる外延量の商である。つまり内包

量＝外延量÷外延量である。例えば、速度＝長さ÷時間、密度＝質量÷体積であり、濃度は

溶質の質量÷溶液の質量である。ちなみに「率」は異なる物体の間の同種の外延量の商と

 
19 寺沢恒信訳『大論理学１』407-408 頁注（16）。 
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される。ところがこれにも例外はあって、「温度」は単純に測ることによって決定される、

つまり感覚の単純性に対応している。そしてヘーゲルの言う内包量＝度に最もあてはまる

例は温度なのである。筆者ももっぱら温度を例にとってテキスト解説したが、それは外延

量÷外延量であるはずの内包量の内的構造がテキストにはよく表現されていると言い難く、

温度の例のみよく当てはまるからである（ただし水銀柱で測ることが想定されているよう

な温度であり、現在の私たちが知っている運動エネルギーから定義される温度ではない）。 

テキストがそのようになったのは、ヘーゲルが内包量をもっぱら外延量の外面性から自

己に還帰し、自己関係した量、単一になった量と規定するからである。そしてそのような

単一性に還帰した度に対して、外延量が対立させられ、さらにこの対立が数多性と一との

同一性として定義するという目的のために、ヘーゲルは内包量を単純な度と規定したので

あろう。つまり結論として言えば、総じてヘーゲルは外延量との同一性という目的を達成

するために、内包量の内的構造を単一性という唯一の規定に還元してしまい、そのために

内包量は単純に「序数」、外延量は「基数」とされて、外延量と内包量との同一性が基数と

序数との同一性という意味に縮小されてしまうことになったと考えられる。 

 

3．定量の変化 Veränderung des Quantums 

 

内包量における区別の措定〔1〕 

 さて、外延的な定量と内包的な定量とは同一だと規定した後で、いまやヘーゲルはこの

同一性としての定量そのものの変化の必然性を導きだそうとする。外延的定量と内包的定

量とは質的に異なっていないのから、定量自身はこの両者の区別には無関心だとまず彼は

述べる。だが「〔1〕②定量が定在の区別としてのこの区別に対して無関心的であるとして

も、定量の両契機はその代わりに内的に対立するに至っている」（137/240）。外延的な定量

はたしかに内包的な定量と区別されたが、しかしただちに内包的定量へと移行してしまう

ことが先に指摘された。そうすると内包的な定量の方はすでに外延的な定量という他者と

の関係を自分の内に含んでいるのであって、定量が持っていた両契機の対立が内包的な定

量のうちに移されていると言うのである。内包的な定量はいまやそれ自身が定量そのもの

であり、単一な統一でありながら、この自己関係の根拠を自分のうちに持たず、かえって

自分に外的な定量によってはかられるものになっている。「〔1〕④…こうしてそれのみで

考察されなければならないこのもの〔内包的な定量〕はどのような大きさの規定態である

かと言うと、単一に自分のうちにあるが、しかしまさに自己を自己へと関係づけるこの規

定態において自己に外的であり、自分のうちではなく、他の多くのもののうちで存立して

いる、そういった規定態なのである」（138-139/240）。 

 

内包的定量とその他者〔2〕〔3〕 

 そこでヘーゲルはこの意味での内包的な定量をそれだけに焦点を当てて考察し、それが

抱えている対立を内包量の自己展開として叙述しようとする。 

 

「〔2〕①だから内包的な大きさは対自的に存在する定量であり、その点で本質的に他の

ものへと関係づけられている。②この〔意味での〕他のものとは、この
、、

大きさの他のもの、
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すなわち他の定量のことである。③それゆえ内包的な大きさは自分の規定を他の大きさの

うちにもつものとしてのみある。④しかし、内包的な大きさが自分の規定、自分の自体存

在を或る他の大きさのうちにもつということは、内包的な大きさが内包的な大きさ自身で

はなく、他の定量であることを意味している。⑤いいかえれば、内包的な大きさは、本質

的に他の大きさへと移行するのである。」（138/240-241） 

 

いまや内包的な大きさは外延的な大きさと同一のものであり、それ自身が自立して存在

する定量そのものだと規定されているのであるから、内包的な大きさの「他者」とは外延

的な大きさのことではなく、他の
、、

内包的な大きさ、他の
、、

定量のことを指している。つまり

ここでは「20 度という内包量」の他者とは「20 という集合数」ではなく、19 度とか 21 度

という他の内包量のことである20。ここでようやく 20 度という内包量は 19 度や 21 度と本

質的な関係をもつものと規定される。しかし或る定量（20 度）が他の定量（19 度や 21 度）

によって規定されるということは、或る定量はそれと他の定量との関係のうちにしか成り

立たないこと、自分の存在根拠を他の定量の内にもつこと（19 度や 21 度がなければ 20 度

もない）を意味する。それをヘーゲルは彼独特の（存在論的な）言い方で、「内包的な大き

さは、本質的に他の〔内包的な〕大きさへと移行する」と述べている。こうして内容的定

量はいまや定量そのものとして振る舞うことになる。 

 

「〔3〕③こうして定量は〔いまここでは〕度〔内包的な定量〕として措定されている。

④度は、自分へと関係する単一な規定態であるが、この規定態は自分自身の否定である。

というのもそれ〔内包的な大きさ〕は自分の規定態を自分に即してもつのではなく、他の

定量のうちにもつからである。それゆえに度はこうした規定された定量なのであるから、

むしろ本質的には自分ではなく、他の定量なのである」（138/241） 

 

そもそも定量とは自分自身の固有な質的規定態をもたないため、すぐに他の規定態（他

の定量）に移行してしまう規定態であったが、ここでヘーゲルは内包量の規定がそれだけ

でこの定量の規定そのものと一致していると言う。つまり、規定態であるということは他

の規定態と区別される定在的・質的な規定をもつはずであるのに、内包量という規定態は

他の規定態、他の度との関係のなかでしか自分の規定態をもつことができないと言う意味

で自己否定的な規定そのものであり、その意味で質的限界をもたずに他の定量へと移行し

てしまう。その意味で内包量あるいは度がいまや定量の概念を体現したものとなっている

というのである。 

 

量的な悪無限性あるいは無限進行への移行〔4〕～〔6〕 

こうして内包量にまで達した定量は単なる外延量と区別される内包量ではなく、それ自

 
20 寺沢恒信氏は翻訳の訳注で⑤の「他の大きさ」のことを「外延的な大きさ」のことだと注釈を付けて

いる。『大論理学１』408 頁、注（21）。しかしその解してしまえば、なぜ内包量が無限進行に陥るのか

が理解不能になってしまう。実際寺沢氏はその後の注（23）で量的変化に移行するヘーゲルの議論を「強

引な進め方だと言わざるを得ない」と理解不能であることを告白している。 
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体が外延量と内包量の統一として定量そのものである。そこでこの定量は量の本質に従っ

て変化せざるを得ないのだとヘーゲルは言う。 

 

 「〔4〕①だから或る定量は一般に自分の外面性、〔つまり〕自分〔にとって〕の他在と

の絶対的な連続性のうちにある。②したがって或る定量はそれぞれの大きさの規定態を超

え出ることができる
、、、

というにすぎないのではなく、〔言いかえれば〕この規定態は変化さ

せられることができる
、、、

というだけではなく、変化せざるをえない
、、、、、、、

のである。…⑤だから大

きさの規定は自分の他在へと連続し、他のものとのこの連続性のうちにのみ自分の存在を

もつ。⑥それゆえ或る定量は自分自身であり、かつまた本質的に自分自身ではなく、自分

の否定、〔つまり〕他のものである。⑦それは存在する
、、、、

限界ではなく、生成する限界なの

である。」（138/241） 

 

内包量にまで達した定量はまさに定量であるから、自己に外的である。すなわち質的な

限界のような自己同一性をもたず、他の定量と連続している。20 度は 19 度と 21 度との連

続性の内にあり、それらとの関係を離れては 20 度として存在しない。そして 20 度という

規定が質的限界ではないがゆえに、定量は 19 度にも 21 度にもなるが、その変化は単なる

可能性ではなく、自己に質的同一性が欠けているために、連続的に移行する。そのことを

ヘーゲルは、定量は必然的に変化すると言っている。だから定量の限界は存在する限界、

すなわち質的に区別されるものの間にある限界ではなく、越えられては消えていく流動的

な限界、「生成する限界」だと言うのである。 

 次の段落〔5〕でヘーゲルは定量のこのあり方を「無限」と規定し、まず「一」の無限性

と対比する。一の無限性は「〔1〕①自己へと関係する否定」（138/241）であった。つまり

一が一として存在するためには他の一が存在していることを前提とするのであるから、一

は自分の自立性を否定して自分の他者、すなわち「他の一」を立てる。一が一を立てるの

であるから、一は自己を産出していることになる。これに対して定量は同様に無限だとし

ても、それが産出するのは自己ではなく、「〔5〕④自分の他在」（同）である。すなわち１

が 1 を生み出すのではなく、20 度が 19 度や 21 度に成る。定量の無限性とはそれが自己の

限界を保つことができず、「自己にとって外的」であり、他者になり続けること、すなわち

連続的に増えたり減ったりすることを意味している。「〔5〕⑤一が第三者によって越え出

られることがなく、一自身が自己を自己から突き放すように、自己を越えて［自己を］送

り出し、そして他のものになることもまた定量の概念である。⑥定量とは増大したり減少

したりすることにおいて成り立つ。定量はそれ自体において規定態の外面性なのである。」

（138/241-242） 

 こうして定量は他の定量へと変化するが、この他の定量も一つの定量であるから、まだ

自分の限界を超えて変化せざるを得ない。定量の限界は確乎とした質的規定をもつもので

はなく、ただ超え出てゆかれるために存在する限界である。だから定量の無限性とは真無

限ではなく、無限進行、悪無限であることをヘーゲルは明らかにする。 

 

 「〔6〕①定量は自己を越えて自分自身を送り出す。定量は他のものへと生成するが、こ

の他のものは、最初はそれ自身が一つの定量である。すなわち、存在する限界ではなく、
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自分自身を越え出るように自己を駆り立てる限界である。定量はその他在へと連続する。

定量は自己に外的であり、自分自身のこの外面性が、定量自身なのである。②したがって、

この超え出ることのうちでふたたび発生した限界は、端的に自己を再び揚棄する限界にほ

かならず、こうして無限に進む
、、、、、、、、、

のである。」（139/242） 

 

補論：「定量の変化」における初版と二版との違い  

 「3.定量の変化」（二版では「c」）には初版と二版では気になる違いがある。 

1）初版では量的無限性への移行は〔2〕と〔3〕で外延的定量が内包的定量へと移行し、内包的定量が

定量の概念を十全に実現しているカテゴリーとして扱われ、この内包的定量が無限進行をもたらすとい

うように内包的定量を移行の主体にして導き出されている。 

2）二版ではこの初版の〔2〕と〔3〕は全面的に削除される。そして初版の〔1〕に対応している【1】

から、初版の〔4〕と叙述が一致している段落【2】へと直ちにつなげられている。そしてそれ以降の叙

述は一致している。たしかに【1】においても無限進行へと移行するのが内包的定量であることは必ずし

も否定されてはいないが、ひどく簡潔な書き方であるため、そのことが読み取りにくくなっている。「【1】

③外延的定量の内で〔外延的定量と内包的定量との〕この区別は展開されているが、内包的な大きさは

この外面性の定在であり、この外面性こそ自己の内にある定量なのである。」（259）。内包量はここでは

外延量と統一されていながらもその区別・外面性を保ち続けているカテゴリーとして扱われ、続く叙述

で内包的定量の抱えているこの区別・外面性が「定量の自己自身における矛盾」（259）として位置づけ

られる。この矛盾とは「単一に自己を自己へと関係づける
、、、、、、、、、、、、

規定態であるが、それが自分自身の否定であ

り、自分の規定態を自分に即してではなく、或る他の定量においてもっている」（同）ということである。

そしてこういう矛盾のゆえに、定量は変化せざるを得ないという結論へただちに進んでいく。内包的定

量を明確に変化の主語とする初版に比べ、叙述は簡潔化され、その分たしかに分かりやすくなっている。

しかし外延量は内包量を前提しないでも足し算できる数として考えることができるが、内包量は二つの

外延量の商（例えば速さ＝距離÷時間）として求められなければならない。つまり内包量は外延量をその

うちに概念的にはっきりと含んでいる（外延量を自己の内に措定している）ものとして、外延量より包

括的なのである。この意味で、外延的定量を内包的定量へと移行させ、その内包的定量から無限進行を

導き出すことを明確にしている初版の展開の方が「移行の論理」である存在論の方法論に沿っていて論

理的に優れた展開だと筆者は評価する。 

 

 

中間考察：ヘーゲルの量論・数論が表すもの 

  

ここで量論の中間考察として、ヘーゲルのテキストを離れ、現在の視点から考察するこ

とで、ヘーゲルの量論と数論のもっている特徴、さらに進んで彼の論理学がもっている固

有の性格を浮かび上がらせてみよう。すなわちそれは単なる思考の諸規則でも、単なるカ

テゴリー論でもない、存在論としての論理学だということを再確認したいのである。 

 

１．ヘーゲルの量論の性格をめぐって――彼の数論の歴史的位置づけ 
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ヘーゲルは数を単位と集合数との統一と規定した。このきわめて単純な規定はたしかに

ユークリッドの『原論』から進歩していないようにも思えるが、同時に数の規定としては

最も簡潔で的確な規定だと評価できる。集合論が数学の中心に位置づけられるのは実に 19

世紀後半のデデキントとカントールを待たなければならなかったのであるが21、カントー

ルにしても自分の課題としたのは無限集合であって、単純な有限集合は彼の視野の外にあ

った。そうした後世の試みに先立って、ヘーゲルが数というカテゴリーにおける有限集合

としての集合数を論理的に厳密に位置づけたことは数学史における成果としてもっと評価

されてしかるべきである。 

しかしながら、ヘーゲル論理の延長線上に数論の抱えている課題の解決があるのかは疑

わしい。彼の数論は当時の数学観におおむね従っており、その意味で限界をもっているこ

とも明らかだからである。そこでまずヘーゲルがその数論において対象としていたのは何

だったかを考えてみる。 

 

（1）ヘーゲルの数論の射程――自然数の体系 

 ヘーゲルの論理の射程を考えるために、最初に挙げたいのは、「1 と 0（ゼロ）は数なの

か」、そして負数および無理数はヘーゲルの量論のなかに位置づけることはできるのかとい

う問題である。というのもヘーゲルの死後、数学そのものもその数論も爆発的にその論理

を展開し、数の体系として「実数」という概念を成立させるに至っている。実数とは有理

数（自然数、ゼロと負数を含む整数、整数の比で表すことができる有理数）と無理数の全

体であるが、ヘーゲルの数論がその実数の体系をどこまで覆うことができているのかの検

討を通してヘーゲルの数論の範囲と限界を規定してみよう。 

 

1 は数なのか 

「1 は数なのか？」という問題はシュテファン・ウルガットも問題提起している。ウル

ガットによれば、「1 そのものはまだ数ではなく、人がそれで数えたときだけ数に成る」。

なぜなら数は単位と集合数との統一であるから、1 はそれに集合数が帰されたときだけ数

として考えられるからである22。この見解には大筋で同意することはできるが、ヘーゲル

の論理に従えばもっと正確に「1 は数の原理でありかつ一つの数である」と規定すべきで

ある。すなわち 1 は単位（一）としては数ではなく、数の原理であるが、同時に 1 を集合

数とする数でもある。このような二重性はヘーゲル論理学においては珍しいことではなく、

むしろその論理そのものに組み込まれている。例えば「存在」はすべてを規定する原理で

あるともに、存在論の一カテゴリーでもある。総じてヘーゲルの論理学においては「普遍

的なものが（最初は）個別的なものとして現われる」言いかえれば「原理となるものが原

理によって規定される一カテゴリーとして現れる」という論理があり、1 もまたその一例

だと考えてよい。そして 1 を原理かつ数としてとらえたことは、数を単位と集合数との統

一としてとらえたことに続いて、ヘーゲルの量論のなかでは卓越した数学史上の功績とし

て評価されるべきであろう。 

 

 
21 現代的な集合論はデデキントの『連続性と無理数』（1872）および『数とは何か』（1887）に始まる。 
22 S.Houlgate（2018）, S.163-164. 



156                 黒崎剛 

0 は数なのか 

では「0」についてはどうであろうか。ウルガットは 1 と同様に 0 についても「それ〔ゼ

ロ〕の集合数がいかなる一をも含まないと解される場合にのみ数と考えることができる」23

と言うが、これには筆者は疑問をもつ。一般にはゼロは「有理数」として数に数えられて

いる。有理数の定義は「a、b を整数とし、その分数 a/b であらわされる数」である。そし

てこの定義に従えばゼロは 0/1 と表されるから、たしかに有理数に数え入れることができ

る。この定義は現代数学において一般的であり、ウルガットの見解と一致しているので、

その意味ではゼロは数として数えることができると言ってもよいように思われるだろう。

しかしこの場合はそもそも 0/1 という分数においてゼロは数だと考えられているから分子

になることができるので、解答は循環論法になってしまっている。これに対してヘーゲル

の論理では数であるためには単位と集合数という両契機をそなえていなければならない。

たしかに 0 を「空集合」とすれば一種の集合数と解することはできるし、ゼロは 1 という

単位を持っていないという意味で
、、、、、、、、、、、、

1
、
という単位
、、、、、

をその
、、、

契機をもっている
、、、、、、、、

と考えることも可

能であろう。また鈴木権三郎は「零」を「一者の措定の可能的場面となる所の連続量」、「数

の措定の可能的場面という積極的存在として現れ符号 0 をもって表されるもの」と主張す

る24。だがそれはあくまでもヘーゲルの論理を拡大解釈すればそのようにも理解できると

いうことであって、テキストの上でヘーゲル自身はその論理学において、そしてまた量論

において 0 を数として位置付けるということを課題として意識していたという証拠は全く

見当たらない25。たしかにヘーゲルは「無」そして「否定性」というカテゴリーについて

はしばしば語ってはきたが、彼の言う「無」や「否定性」は存在を産出する原理としての

無であり、したがってそれ自体が存在であるような無、すなわち形而上学的な無であって、

計算手段としてのゼロの意味はそこに含まれていない26。 

 

負数は量のカテゴリーとして位置づけられうるか 

 では負数はどうだろうか。負数はゼロの観念を必要とする以上、ゼロが位置づいていな

いとすれば、負数も位置づけられないではないかという疑いが出てくる27。もちろんヘー

 
23 S.Houlgate（2018）, S.164. 
24 鈴木（1943）121‐122 頁。 
25 1 は数だが 0 は数ではないと考えた数学者を一人紹介しておこう。Simon Stevin (1548 -1620)である。

筆者は今回ステビン（ステヴァン）の原典を見ることができなかったので、足立（2011、60 頁）から孫

引きで紹介しておく。それによるとステビンは「数は単位の多様性である。単位は単位の多様性の一部

ある。部分は全体と同じものである。故に単位は数である」と考え、1 は数であるとしたが、0 は数のア

ルケー（原素材）であるからそれ自身は数ではないと論じているとのことである。この考えはきわめて

ヘーゲルに近いと言えるし、ステビンもヘーゲルと同様に数は量を表すと考えているとのことである。

足立氏はこうした見解について「量を基本にすえる限り、そういうことになるのだろう」と切り捨てて

いる。足立氏を含めた純粋数学派にとって数は量的実在とは関係なく定義によってつくり出せるもので

あるから、0 も数として定義できることになる。 
26 もっともゼロを演算の手段ではなく、宇宙の存在論的原理と見なす場合には、物理学・天文学におけ

る「無」もヘーゲルが論じた「無」の概念に近づいてくる。近い将来に双方が統合されたより包括的な

「無＝ゼロ」の概念が提起されることになるとしても、こうした存在原理としての無を計算手段として

のゼロとは区別してカテゴリーとして（「存在とは無である」あるいは「無は存在である」というように）

明確に定義した点でヘーゲルの存在＝無論は評価されるべきである。 
27 近代のヨーロッパの数学において、計算手段としてのゼロと負数の導入がインド・アラビア・中国の

数学に比して遅れていたことよく知られている。それらの普及はもっぱら商売上の必要性（簿記の記載

法など）から 15~16 世紀には始まっていたようであるが、数学への導入ということになるとデカルト
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ゲルはゼロも負数も考えに入れていると主張もある。その証拠として挙げられるのは「エ

ンチクロペディ―」の「論理学」において算術に言及していることである。算術において

はゼロも負数も当然考えに入れられているはずだからである。 

 『エンチクロペディー』の「論理学」の第三版の第 102 節の「注解」でヘーゲルは足し

算、掛け算、累乗という三つの算術に言及している。すなわち第一に、最初の（単位と集

合数の区別がない）「まったく無規定的な数一般」をまとめることあるいは数えることが

足し算であり、第二に、「単位の集合数」（単位当たりの数がいくつか集まったもの）を求

めるのが掛け算であり、第三に、集合数と単位とが等しいとき、そう規定された数を数え

合わせるのが累乗である。これだと引き算と割り算がないが、この注解の最後でわずかに

「数え合わせることには同じ諸規定態に従い数を分解することが対応している。したがっ

て先に述べた限り肯定的と呼ぶことができる三つの算法と並んで、三つの否定的な算法が

ある」と付け足している。否定的な算法とは足し算に対する引き算、掛け算に対する割り

算である。累乗の否定的な算法としては考えられているのは「根」（n√x）を求めることで

はないかと思われる。そうすると引き算が考えられているのだから、負数を引き出すこと

は原理的に不可能ではない。そこでクーノ・フィッシャーはエンチクロペディーでの算法

についての要約をした後に、「ここから、正数と負数、整数と分数、通約できる数とできな

い数、有理数と無理数等々が論理的に容易に区別される」とあっさり断定している。ただ

し彼はその理由は何も挙げていない28。だが、この演算への言及はエンチクロペディー初

版にもなく、『大論理学』でも二版にはじめて現れる29。 

 だがゼロの場合とは違って負数の場合にはヘーゲルの考えは明らかである。ヘーゲルが

数に与えた根本的性格は「無関心性」である。ところが正負の数は明確に相関であり対立

であるから、量論の段階では取り扱うことはできないはずなのである。実際ヘーゲルは相

関性の領域である「本質論」において、それも相関性の諸規定を論じる「反省諸規定」の、

まさしく「肯定的なもの」と「否定的なもの」という「対立」をカテゴリーとして論じた

後で、そこに付けた「注釈」において、はじめて負数に言及している30。つまり存在論と

してのヘーゲルの論理学の規定に従えば、負数はたしかに数であっても量論のカテゴリー

ではないし、そもそも無関心性という性格をもつ規定態に正負の符号をつけることはでき

ないのである31。ヘーゲルにとっては負の量
、、、

というのは存在してはいても、それが量的無

関心性という規定の内に置かれてしまえば、単なる定量としてしか規定されえない。なぜ

なら他の量と切り離された（無関心的な）境地においては負の量というのも他の定量と方

向性を違えているだけの正の量になってしまうからである32。こうしたことから考えれば、

 
（1596-1650）やパスカル（1623-1662）のような近代数学の立役者たちでさえ抵抗を見せている。負数は

ヨーロッパにおいては 14 世紀にはまだ知られていなかったが、18 世紀にはすでにかなり自由に扱われて

いたという。カッツ（邦訳 2005）373、767 頁を参照。ニュートンはすでにゼロも負数も理解して使って

いたが、一般に正負の数を数直線上に表す考え方が登場するのはオイラーの『無限小解析』第 II 巻（1748）

からであると言われている。足立（2002）85-89 頁を参照。 
28 K.Fischer (1911), S.465. クーノ・フィッシャー（邦訳 1983）54‐55 頁。 
29 『大論理学』二版では「A 数」に付けられた「注解１」に算術についての長い文章が追加された

（2:197-203/33-43）。これについては別に検討する必要があるので、本稿では課題として残しておく。 
30 GW:S275-278.  
31 すでに M.ヴェッツエルが Hegels Theorie der Zahl (1962/1963)という論文でこのことを指摘してい

た。Wetzel(2014)、特に S.51‐53 を参照。 
32 ヘーゲルに先立ってカントも「負量の概念を哲学に導入する試み」（Versuch den Begriff der negativen 
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そもそもゼロを量論の中に位置づけることに関心をもたなかったのと同様に、負数を個々

で論じる必要があると彼が考えていなかったのも明らかである。 

 

無理数は位置づけられているか――連続量・分離量との同一性のテーゼをめぐって 

さてもう一つ、実数の中で残った無理数についても考えておこう。無理数は分子と分母

がともに整数である分数と表すことができない数だと定義されているが、それはつまり測

られる量が測る単位によって割られたときに割り切れない場合、言いかえれば連続量を分

離量によって規定することができない場合に生じる。ピタゴラス学派を悩ませたという伝

説のある 2 の平方根√2 がそれに当たる。ヘーゲルは無理数についても一切言及していな

い。それだけでもヘーゲルが負数と同様、無理数を論理学のなかに位置づけることを重要

な課題として考えていなかったということは推測できる。 

しかし、それだけでなく無理数が位置づけられないということから、連続量と分離量と

の同一性というテーゼに進んで疑問の目を向け、画期的なヘーゲル批判を行ったのが松村

一人である。松村によれば、分離量（松村は非連続量と呼ぶ）は自然数によって規定され

るが、ヘーゲルは連続量と分離量との同一性（量という同一の全体的なもの）を真理とす

ることによって、連続量がまた分離量でもあること、そして分離量は自然数によって規定

されるのだから、連続量は自然数によって規定されることを真理とした。それによってヘ

ーゲルは無理数を隠ぺいしようとしたというピタゴラス派と同様に、すべての量を自然数

および自然数の比から規定することになったが、これがヘーゲル数論の根本欠陥であると

松村は言う。彼によれば、ヘーゲルがこのような誤りに陥ったのは彼が連続量と分離量の

区別を軽視してその同一性を真理としたことにある。ヘーゲルは現実の連続性（例えば空

間のそれ）と認識における連続性（例えば百人の人間という分離量の連続性）あるいは現

実の非分離性（百人の人間のそれ）と認識における分離性（空間を単位によって分割する

ことなど）をあいまいにするという二義性によって二つの量の根底に「量という同一の全

体的なもの」をつくり出したが、松村によれば連続性というのは「量が一個の統一をなし

ているという面」を表し、非連続性というのは「量がそのうちに多の方面を含む」という

ことであり、このような抽象的な把握を越えて全体的なものを想定することは間違いだと

言う。そしてヘーゲルはこの同一性によって、ゼノンのパラドクスの論理的前提となって

いる連続量の無限分割の可能性を克服しようとするのだが、松村は「物質の無限分割はも

っと現実的な問題であって、ヘーゲルがそれを量の立場から解決しようとするのは間違っ

ている」と言う33。松村の批判はヘーゲルが現実の量的関係と量を認識する過程を混同し

ているというマルクス主義的唯物論の思想を前提としていて、その限りにおいてヘーゲル

論理学の意図である「思考と存在との同一性」の理念を理解していないと言うべきなのだ

が、しかし反面そうした分離を前提しているが故に、ヘーゲルが強引に行った対立の統一

の欠陥に気づくことができたのである。 

筆者は松村の批判の前提そのものには反対なのであるが、結論の半分を共有している。

すなわち筆者のヘーゲル弁証法批判の原理は、ヘーゲルの思弁的方法は対立の統一を絶対

 
Größen in die Weltweisheit einzuführen, 1763）という論文で哲学に数学の考えを導入する際に、数学の対象

を量として捉え、負数を「負量」という実在的量として考えている。 
33 松村（1959）135-153、特に 151 頁を参照。 
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的な存在論的原理としているために、統一の成立していないものをも統一してしまうこと

にある34。ヘーゲルが連続量と分離量との同一性を主張する狙いは、幾何学と解析学とを

統合することにある。つまり、連続量に基づく数学は幾何学であり、分離量に基づくのは

解析学である。そしてその両学を統合することによって幾何学と解析学・代数学とを統合

しうる境地を開こうとしたのであり、この狙いの点ではヘーゲルに誤りはない。しかしな

がらその統合をいささか抽象的論理に頼って強引に推進したことによって、松村が批判し

たような自体が生じてしまったのである。つまりヘーゲルがここで連続量と分離量との同

一性を主張することから帰結するのは、数の体系を自然数に限定することであり、無理数

を論理学の対象とすることはできないということである。 

さらに、ヘーゲルのこの後に量的無限進行を克服する真無限性を量的相関＝比において

みようとする。そうなると関係を形成する項がいかなる共通の単位をもちえない無理数は

この構想を破壊してしまう。なぜなら、数どうしが一定の比をなし通訳可能である場合に

だけ私たちは数を量として扱うことができるからである。言いかえれば無理数を量として

扱うことはそもそも不可能であるとヘーゲルは判断したことであろう。 

 どちらの場合にしても、ヘーゲルにとって無理数は彼の構想した同一性の体系に収める

ことはそれこそ無理であった。それを自覚していたからこそ彼は無理数を自分の量論およ

び数論のなかで扱わなかったのではないかと思われる。 

 

（2）ヘーゲル量論と論理学の射程 

ここまでの検討から引き出すことができる結論は、ヘーゲル
、、、、

がその
、、、

量論において
、、、、、、

対象と
、、、

することができ
、、、、、、、

る
、
のは
、、

0
、
を除く正の整数
、、、、、、、

、すなわち
、、、、

自然数
、、、

であること
、、、、、

、あるいは解釈によ
、、、、、、、、

って
、、

拡大しても
、、、、、

0
、
を含めた
、、、、

有理数に限られる
、、、、、、、、

ということである。その点で彼は一方ではた

しかに数を自然数としてのみ理解するユークリッド以来のギリシャの数学的伝統のなかで

数を考えている。しかし他方、ギリシャ的概念において自然数が「量」とは別のカテゴリ

ーとしてとらえられていたのに対して、ヘーゲルは数を量の規定態として位置付け、量と

数を統一するという論理を提示している点ではギリシャの数論からは抜け出ている。とは

いえ、数とは量であるという理解はその当時の常識であり、ヘーゲルの数論の特徴とは言

えても、彼の数論の画期的性格とは言えない。 

筆者はゼロ、負数、無理数を論理学の対象として明示していないことがただちにヘーゲ

ル論理学の「欠陥」になるとは考えない。その理由の一つは、0 や負数を取り込んで自然

数を「実数」に拡大するという課題はヘーゲルの時代には意識されていなかったことであ

り、それを求めることはヘーゲル論理学に不当にも万能性を求めることになるということ

である。ただしこの理由だけではしょせんヘーゲルの数論が過去の論理だという批判を免

れるわけではない。そうだとすると、ヘーゲル研究者がいかに力んでも、ヘーゲルの数論

は現代においてはもう意義の無い古臭い理論だと言うことになるのであろうか。そう結論

付ける前に、むしろ次のように問うてみることにしよう。――「な
、
ぜヘーゲルは
、、、、、、

数を
、、

量論
、、

で
、
扱い
、、

、自然数だけ
、、、、、

しか
、、

位置づけ
、、、、

られないような論理を叙述した
、、、、、、、、、、、、、、

の
、
だろう
、、、

か」、と。 

 
34 黒崎剛『ヘーゲル・未完の弁証法――「意識の経験の学」としての『精神現象学』の批判的研究――』

早稲田大学出版会 2012 年。 
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この問いに答えるためには、なによりヘーゲルの思弁的方法論の出自と目的を考えなけ

ればならない。それは『精神現象学』（「意識の経験の学」）の「意識－対象関係」の全面的

な反省から生まれたものである。つまり彼の方法論は人間が対象と関わる際の実践的関係

行為から生まれた論理であって、その限り量論も人間がその実践的関係行為において存在

する対象の量的側面とどのようにかかわるのかを規定する存在論であるはずである。そう

であるならば数が量論で論じられるのは、実践行為において量を測るための道具が数であ

るからであり、そして量を測るさいに必要とされる数は何よりも自然数である。その点で

ヘーゲルは自分の量論に必要とされる必要最低限のカテゴリーだけを考えているのである。

つまりヘーゲルの論理学は自然科学における数学のような枠割を果たすものではないし、

その量論は現代の数理論理学（mathematische Logik）のように数学基礎論を課題とするも

のでもない。彼の思弁的－弁証法的方法はそもそも数学的方法と対決し、数学的方法によ

っては認識できない「精神」（社会的存在）を捉えることを目指すものだと言うことを忘れ

るべきではない35。私たちはヘーゲルにないものねだりをするより、彼が自然数を「量」

の領域の規定態として位置づけたこと、そこで扱うカテゴリーを首尾一貫した原理で限定

したこと、そして人間の関係行為の論理としてそれらを示したことを評価すべきであると

筆者は考える。 

さらに、裏側から考えてみると――それはヘーゲル自身の意図することではなかったろ

うが――ヘーゲルの量論は数を量として扱う限り、ゼロや無理数は考察の対象にならない

ということをかえって明らかにしているということができる。自然数を量として扱うとい

うところまで存在論的に正当化されたのであれば、逆に言えば、それを越えた量、ゼロや

無理数は存在論的に位置づけることは量の問題ではなく、別なやり方で取り扱うのがふさ

わしいということになるだろう。その「別なやり方」とは何か。ヘーゲルはそれを明確に

は語ってはいないが、それが可能になる地平を示唆してはいる。それを次に問題として取

り上げてみよう。 

 

２．ヘーゲルの量論と数学との関係――数学の存在論的位置づけをめぐって 

 

数学とはいかなる科学か――「量の科学」と「純粋数学」との対立 

そもそも数学とはいかなる学
、、、、、、、、、、、、、

なのであろうか。その存在論的な位置づけに関しては現在

二つの対立する立場がある。一方には数学とは量の学問であり、数とは長さや重さ、体積

といった実在的な量から抽象されたものであり、量を離れて数学は成立しないという考え

があり、他方には数学とは人間の思考による自由な産物であり、人間が定義によって作り

出すことのできる構成的学問であって、数は空間と時間という人間精神の外部にある量的

実在から独立に考えられなければならないとする思想がある。前者は伝統的な考えで、す

でにアリストテレスにおいて示されているともいうが36、デカルト、ライプニッツ、ニュ

ートンらによって創始された近代数学においても、オイラーの代数学においても数学は量

 
35 本田（1989）102‐103 頁を参照。 
36 そのように書いてある数学史もあるが、アリストテレスの著作にはそうはっきりと書かれた文言は見

当たらない。 
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の科学として理解されていた37。後者は 19 世紀後半に成立した「純粋数学」の立場で、数

学史の上ではカントールの無限集合論に対する L.クロネッカーの反論を嚆矢とし、L.E.J.

ブラウアーによって積極的に提唱され、後継者たちによって「直観主義数学」として定式

化されたと言われている。後者の立場でその哲学思想を形成したフレーゲおよびラッセル

が 20 世紀の哲学思想に与えた影響は周知のとおりである38。ここにあらゆる科学に存在す

る実在論的・唯物論的立場と構成主義的・観念論的立場との対立が数学においてもやはり

現れているとみることができる39。 

さて、ヘーゲルは数を量の規定態として位置づけているわけだから、明らかに数学を量

の科学とする立場に与していることになるはずである。しかしそうはいっても彼は直接的

に数学とは量の科学であると主張しているわけではない。そもそも質は直接的には数える

ことができない。或る質的なものを数え、それについて計算することができるものにする

ためには量が存在の質的規定と数的規定を媒介していなければならない。そのためヘーゲ

ルは質と数との中間にそれらの媒介項として量を位置づけているのである。この意味でヘ

ーゲルは数の前提として量を置くという論理的立場をとり、そしてその限りにおいてだけ

「数学は量の学である」と主張する立場と一致しているのである。だからヘーゲルの立場

は例えばエンゲルスが「数学は量の科学である」40と言う場合の唯物論的理解、すなわち

人間が感覚器官で捉えた事物の量を抽象化して数として表すという理解と同一であるわけ

ではない。だがやはりヘーゲルは数を量の規定態として位置づけることによって、数は単

なる関係概念ではなく、量という実体に基づいているという存在論的立場をとっているの

である。 

近代において数学が量の科学として発展してきたのは、その背後にあったのが近代産業

社会の発展であったからである。その関係はイタリアの海洋都市の発展がベネチア式簿記

における計算術の発展を促した、というほど直接的ではないが、富を獲得する手段として

自然の正確な認識、質的なものを測るということが求められていたという時代背景を抜き

 
37 オイラーによれば「…数学一般は量の学にほかならず、量を正確に測るための手段を見つけ出すもの

である。」L.Euler(1770), 1.Theil, 1. Absch, Chap. 2. 
38 こうした存在論的立場に反対する純粋数学派の最大の欠陥は、純粋な思考の産物である数学がどうし

て現実的な有用性をもつのかということに答えられないことである。もっともフレーゲなどは『算術の

基礎』の第 87 節で次のように言い放っている。「自然の説明に対してなされる算術の応用とは、観察さ

れた事実の論理的な加工処理であり、計算するとは推論することだろう。数法則は、…外的において適

用可能であるために実地の確証を必要としないだろう。なぜなら、外界、すなわち空間的なものの総体

の中には、概念も、概念の性質も、数も全く存在しないからである。したがって、数法則というのは、

本来、外的なものには適用不可能である。それは自然法則ではない」。彼によれば数の法則は外的な事物

には適用できないが、「外界の事物について成立する判断」には適用可能である。つまり彼は数の法則が

述べているのは「自然現象間の結びつきではなく、判断間の結びつき」であると主張し、数を徹底的に

思考の産物として扱っている（引用は邦訳による）。フレーゲの数の理解が一と多とを分離する悟性の産

物であることは、ウルガットが的確に批判している。S.Houlgate（2018）, S.166-169. 
39 ただしこういう見方は「おおむね正しい」という図式主義とも言える。例えば松村一人はマルクス主

義的唯物論をその立場とする人であるが、先に紹介したように、むしろ数を量のカテゴリーとする理解

（ほぼ「唯物論的理解」である）に理論的には従っていない。さらに興味深いことを紹介しておくと、

この対立が単なる学問上の議論ではなく、小学校の算数教育の現場で実際にどちらの立場で教えるかに

よって大きな成果の違いを生み出しているという主張がある。クロネッカー派の藤沢利喜太郎に対して、

数学を量の科学として弁護する遠山啓氏は激しい批判を展開している。遠山（1978）、特に 66‐72 頁。

また数学構成論の日本における論客としては、足立恒夫雄氏が挙げられる。彼によれば、「いわば」と

留保しつつであるが「数学は、人類の種としての集団幻想」とまで言っている。足立（2011）10 頁参照。 
40 F.Engels: Dialektuk der Natur. S.521. 邦訳：エンゲルス『自然の弁証法』563 頁。 
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に近代数学の性格を考えるわけにはいかない。だからこそ近代数学は自然界における量的

な因果法則を発見することを課題とし、長さ・重さ・時間・速度などの定量の間の相関関

係を明らかにして自然を理解することを目指したのだった。数学が量の学であることが当

然である時代において、ヘーゲルが存在論であるその論理学において数を量の規定態とし

たのもなんの不思議もない。彼の論理学もまた「時代の子」であったというだけである。 

しかしそうは言っても、数学を量の科学だと言うだけでは数学の規定としては狭すぎて、

現代数学の展開形を説明できないことはたしかである。では、ヘーゲルの数論は数学は量

から自立した論理の体系だと捉える 20 世紀以降の現代数学の立場を全く説明できない時

代遅れの論理にすぎないのだろうか。 

 

「外的反省」の領域としての数学――自由な思考によって数学を規定する余地 

ヘーゲルは一方では数を定量の規定態として位置づけたが、他方で数の本質を「無関心

性」とし、数どうしの区別は「外的反省」によってなされると主張していた。すなわち数

は定量という領域で存在論的に位置づけられたカテゴリーではあるが、その変化は数その

ものの本質にかかわらない外的反省に属する比較の操作だと言うのである。このヘーゲル

の二重的理解は数学の本質性に関わっていると言えないだろうか。 

ヘーゲルはすでに『精神現象学』の「序文」において数学的証明の外面性について批判

していた。そこで彼は数学的証明というのは数学的真理の本質にかかわるのではなく、た

だ個々の主観を納得させるためだけに行う手続だという見解を披露している41。だが数の

無関心性とはそれに加えて、数そのものの本質に外面性があるということを意味している。

さて、そうなると、当然次のような寺沢氏による批判も出てくる。「例えば、六と三はこと

なっており、六は三よりも大きく、六は三の二倍であり、三は素数であるが六は素数でな

く、六は三の倍数であり、三は六の約数である、等々のことはヘーゲルによれば比較する

外的反省にのみ属することであって、六と三という数そのものに属することではなく、六

と三は互いに無関心的である。数についてのこのような考え方は大いに批判の余地のある

ものである42」。寺沢氏のこの批判の核心は数を外的反省に属するものと考える立場そのも

のに向けられているのだが、筆者はヘーゲルのこの二重の規定（数を定量の規定態として

位置づけることと、同時に外的反省の領域に位置づけること）のうちに逆に 19 世紀以来の

数学が陥っている或る二律背反に対する答えが示唆されており、ヘーゲルの方法が彼自身

の意図しないかたちでその威力を発揮した例ではないかと考えている。 

そこで数を外的反省に属するものとして位置付けるとはどういうことなのかを考えるた

めに、長くなるが、「A 数」に付けられた「注解２」の文を引いておく。 

 

「〔2〕①数は量の絶対的な規定態である。数の境地〔成立地盤〕は無関心的になった区

別である。②だから数は規定態それ自体なのであるが、その規定態は同時に完全に外的に

 
41 『精神現象学』の「序文」における数学的真理の議論を参照。GW.S.31-34. 金子訳 39‐43 頁。 
42 寺沢訳『大論理学１』406 頁注（7）を参照。上の引用文を寺沢氏はこう続けている。「ヘーゲルのこ

のような考え方が生まれたのは、例えば自然数の全体を『自然数系』として、実数の全体を『実数系』

として捉える、という見地から箇々の数を捉えていないことによるものと考えられる」。この批判の理

由づけは筆者にはよく意味が分からない。「実数」という概念が確立したのは早くとも 19 世紀後半なの

であるから、先に述べたように、ヘーゲルにそれを求めること生産的な批判ではない。 
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しか定立されていない。③それゆえ算術は分析的な学である。なぜなら算術の対象のもと

にやってくるすべての結合や区別は、対象そのもののなかにはじめからあるわけではなく

て、対象にまったく外的に付け加えられているからである。④算術は、内的な諸関係〔比

例関係〕を自体的にもっているようないかなる具体的な対象をももってはいない。そのよ

うな内的諸関係は当初は知に対しては隠されていて、対象の直接的な表象には与えられて

おらず、認識の努力によってはじめて取り出されると思われている。⑤〔ところが〕そう

ではないのであって、〔算術の〕対象のそなえている諸々の諸関係〔比例関係〕は純粋に

反省そのものによって対象のうちに置き入れられているのである。だから反省はその数え

るという作業において取り扱っているのは、そのように置き入れられた諸規定にすぎない。

⑥それだからこの諸関係〔比例関係〕のうちに真の他在は含まれていないのであって、そ

れゆえに算術は対立しているものに取り組んでいるわけではない。算術は一般に概念の課

題をもっておらず、自分固有の同一性の糸に沿って進んでいるだけなのであって、その営

みのうちで純粋に分析的にふるまっているにすぎないのである。 

 〔3〕①結合されたものが結合に対して無関心的で、結合に必然性がないために、思考

はここ〔算術の営み〕においては、〔自己であると〕同時に自分自身の最極の外化である

ような活動のうちにある。すなわち思想
、、

をもたずに
、、、、、

運動し
、、、

、何の〔結合する〕必然性をも

たないものを結合するという強引な活動を行っているのである。②というのも数という対

象は外面性そのものという思想、〔つまり思想ではあるが〕抽象的な思想であるにすぎな

いからである。③〔数とは〕別のどの具体的対象においても思考はやはり自己にとって外

的ではあるが、そうした対象は同時に自分自身に即して内的に結合された必然的なもので

ある。それだから思考は具体的な対象のうちに本質的な諸関係を見出す。それに対して数

は本質的な没関係性を原理としてもっているのである。 

 〔4〕①このような純粋な外面性と特有の没規定性のために、思考が数のもとに持って

いるのは無限に規定可能な資材であって、この資材は〔自分〕特有の諸関係〔を言い立て

ること〕によって〔思考に対して〕抵抗を行うことはない。②数というのは同時にあらゆ

る感覚的な多様性から抽象されてできたものであって、それが感覚的なものから取り出し

ているのは外面性そのものという抽象的な規定のみである。③言いようによっては、この

抽象によって数は思想にもっとも接近している。数とはまさしく思想自身の外化という純
、

粋な思想
、、、、

にほかならないのである。」（128-129/227-228） 

 

以上のように、ヘーゲルは数を量という存在領域の中の一カテゴリーとして位置付ける

一方で、数の本質的規定である無関心性・外面性を根拠にして、数が外的反省によって操

作されるものと考えている。これは数学が量という実在を離れて数学者の思考によって量

と切り離されて（すなわちその意味で自由に
、、、

・純粋に
、、、

）構成される可能性を認めていると

いうことである。例えば 2/3 という分数は或る存在するもの三分の二の量を表しているの

だとしても、外的反省の操作によってそれを量的実体から無関係に 2 と 3 という数字の純

粋な関係〔比〕として捉えることは可能である。ただ現代の数学者はその理論的立場を「純

粋数学」と誇るが、ヘーゲルは、それは「外的反省」によって成立する学だとの冷めた目

で見ているだけである。だが数というものは量的実体を離れて外的反省によって操作でき

る性質を備えているというヘーゲルの見解は、量から離れた純粋数学の領域のための可能
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性の余地を残しているとみてもおかしくはない。ヘーゲルにとって量の領域はその本質的

性格である無関心性のために、バラバラなものどうしの機械論的関係以上のものを表すこ

とができないが、そこに外的反省とはいえ自由な思考の余地が残されたことによって、単

なる機械論的関係以上のものを形成する可能性も残されたことになる。 

ヘーゲルの数論はもちろん純粋数学の成立に伴って数学の基礎論をめぐる対立が生じる

はるか以前に書かれている。しかし彼の思弁的方法とは実体性と関係性とのそのような対

立を内包しているのが存在の本質であり、そうした対立は存在のあらゆる領域にわたって

現れるがゆえに、それを調停する方法として考え出されたものである。したがって、現代

数学におけるこの二項対立の現象形態をヘーゲルが知るよしがなかったとしても、その対

立する両面をすでに調停できる思想を原理的に含んでいたとしても不思議はない。そして

この場合数の領域に外的反省に属するという存在論的位置づけを与えたことが、純粋数学

とは外的反省の領域において成立する可能性を示唆しており、数学基礎論に対する非常に

興味深い見方になっている。 

 

中締め 

 以上の筆者の主張をまとめると、外延的定量と内包的定量に至るまでのヘーゲルの量論

とは、人間がその実践的関係行為において、量としての対象に関わる場合に必然的に生じ

てくる基礎的諸カテゴリーを展開したものである。もちろん「論理学」である以上、その

「人間がその実践的関係行為において」というところは背景に退いており、カテゴリーど

うしの移行関係のみがここでの主題となる。あくまでも量という領域において現われるカ

テゴリーのみが問題となるのであるから、たとえ数学がいくら量を超えた領域にかかわる

としても、それはヘーゲルがここでとり上げるべきカテゴリーではないのである。だから 

ヘーゲルの数論が自然数の体系でしかないとしても、それは量的カテゴリーとしての数が

自然数に限定されるということ、量を測る数が自然数に限られるということを意味してい

るだけで、数学の世界がそこに尽きるということではない。もしこの量論を数学基礎論だ

と思って読もうとすれば、当然ヘーゲルの量論など過去の遺物にすぎないと結論付けるし

かなく、無理して数学論として読もうとすれば、かえってヘーゲルの議論を意味のないも

にしてしまうことになるだろう。 

 現代の数学論から見て「ヘーゲルの数学論」は意味があると捉えるようとする解釈の例

としてピンカードの見解を挙げておこう。ピンカードはヘーゲルの数学論は「数学は量の

科学」という伝統的な数学観に縛られているから、すでに量の概念に依存しない現代数学

の視点から、「ヘーゲルの数学の哲学」（そういうのもが存在することをピンカードは当然

の前提としている）に関して何か言うべきことが残っているのかという疑義を提起する。

そこで彼はヘーゲル論理学を「ゲーム理論」として捉え、またヘーゲルの数論をラッセル

の「クラス理論」で捉えるというかたちで「ヘーゲルの数学の哲学」を意義あるものと見

ようと努めている。だが、現代の理論と関連付けて解釈できてはじめてヘーゲルの量論が

意味あると言うのであれば、必要なのはその現代の理論だけであって、ヘーゲルの量論は

捨てて顧みなければいいだけの話であり、現にピンカードが依拠しているラッセルはそう

している。また多くのヘーゲル解釈者たちも量論を対象としないのは、それがもう研究に

値しないと思っているのかもしれない。だが、ヘーゲル量論に意味があるのだとすれば、
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それがそれ自体として現代に何らかの意義をもつのでなければならないはずである。彼の

量論は数学基礎論として読めばすでに古くさいものであるが、ヘーゲルが本来目指したと

ころである量の存在論としては、いまだに第一級の議論を提供しているのである。 

 最後に、ヘーゲルの量の諸カテゴリーの選択がきわめて適切であると筆者が考える際に

参考になったものとして、一つの興味深いことを挙げておこう。それはヘーゲルが選択し

た量のカテゴリーが今日の日本の小学校での算数の基礎教育でとり上げられるカテゴリー

群とよく一致していることである。例えば、数学教育者としてよく知られた遠山啓氏は、

小学校で教えるべき「量」の体系を以下のように整理している43（黒字はヘーゲルと一致

しているカテゴリー）。 

 

分離量 

量         外延量 

    連続量         度 

          内包量   率   割合 

                倍 

                比 

 

ヘーゲルが採り上げたカテゴリーは、現代の人間が幼少期にどうしても覚えなければな

らない諸カテゴリーとここまで一致しているというのは、ヘーゲルの選択に論理的必然が

あったということの一つの証ではあるまいかと筆者は考えている。 
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